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第
二
章

電
話
盗
聴
事
件
の
深
層
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デ
ィ
ア
帝
国
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権
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（
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⚑
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廃
刊

⚒

BSkyB
買
収
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念
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事
件
の
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処
理
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二

政
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会
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三

刑
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概
要
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検
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四

小
結

⚑

不
十
分
な
実
体
的
真
実
の
究
明

⚒

問
わ
れ
る
プ
レ
ス
規
制
の
在
り
方

結
び
に
代
え
て

は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
七
月
、
英
国
の
大
衆
紙
（
⚑
）最
大
手
⽛
サ
ン
⽜（
T
heSun）
の
姉
妹
紙
の
日
曜
紙
⽛
ニ
ュ
ー
ズ
・
オ
ブ
・
ザ
・
ワ
ー
ル
ド
⽜（
N
ew
s

oftheW
orld,N
oW
）
が
い
わ
ゆ
る
電
話
盗
聴
（
phonehacking）
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。⽛
N
oW
⽜
は
一
〇
年
余
に

わ
た
り
数
千
人
の
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
等
に
無
断
接
続
し
て
彼
等
の
内
密
情
報
（
confidentialinform
ation）
を
収
集
し
た
他
、
警
察

官
等
公
職
者
に
賄
賂
を
供
与
し
て
他
人
の
内
密
情
報
を
入
手
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
取
材
手
法
は
、⽛
サ
ン
⽜
も
駆
使
し
て
お
り
、
程
度
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の
差
は
あ
る
も
の
の
一
部
他
紙
に
お
い
て
も
散
見
で
き
る
。

特
筆
す
べ
き
は
、
極
め
て
非
倫
理
的
か
つ
違
法
な
取
材
手
法
で
あ
る
電
話
盗
聴
を
濫
発
し
た
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
は
、
キ
ー
ス
・
ル

パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
（
K
eith
RupertM
urdoch）
が
率
い
る
超
国
家
的
メ
デ
ィ
ア
複
合
企
業
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ズ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン
（
N
ew
sCorporation,N
C.二
〇
一
三
年
六
月
よ
り
新
Ｎ
Ｃ
と
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
（
T
w
enty-FirstCentury
Fox）
に
分
社
化
（
⚒
））

の
英
国
内
子
会
社
ニ
ュ
ー
ズ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
（
N
ew
sInternational,N
I.二
〇
一
三
年
六
月
よ
り
N
ew
sU
K
に
改
名
）
傘
下

の
新
聞
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
両
紙
は
従
前
よ
り
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
と
過
度
な
癒
着
関
係
（
cosy
relationships）
を
結
ん
で
き
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
両
紙
の
醜
悪
な
行
為
を
幇
助
・
庇
護
し
た
側
面
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
聞
に

よ
る
大
規
模
電
話
盗
聴
と
い
う
未
曾
有
の
事
件
の
代
償
は
大
き
く
、⽛
N
oW
⽜
は
廃
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
Ｎ
Ｉ
等
の
加
害
企
業
は
民
事
・

刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
。

今
日
、
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
報
道
機
関
は
い
わ
ゆ
る
⽛
第
四
の
権
力
⽜（
thefourth
estate）
と
し
て
、
国
家
機
関
を
は
じ
め
と
す

る
公
共
的
・
社
会
的
事
柄
に
対
す
る
公
衆
の
⽛
番
犬
⽜（
publicw
atchdog）
役
を
果
た
し
、
公
衆
の
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
た
め
、
最
大

限
の
取
材
・
報
道
の
自
由
を
享
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
え
、
取
材
・
報
道
の
自
由
は
絶
対
無
制
限
の
も
の
で
は
な
い
（
⚓
）。
英
国

に
お
け
る
新
聞
の
電
話
盗
聴
は
公
益
（
publicinterest）
で
正
当
化
で
き
な
い
他
人
の
私
生
活
を
主
に
監
視
し
た
も
の
で
、
倫
理
的
・
社

会
的
・
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
新
聞
が
健
全
な
緊
張
関
係
を
保
つ
べ
き
権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
と
不
健

全
な
関
係
を
形
成
し
て
き
た
点
で
、
報
道
機
関
の
本
来
の
任
務
の
放
棄
に
等
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
研
究
で
は
、
英
国
に
お
け
る
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
件
に
つ
い
て
総
合
的
な
考
察
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
、
第
一
章
で
は
事
件
の
概
要
を
記
述
し
、
第
二
章
で
は
事
件
の
深
層
を
探
究
し
、
第
三
章
で
は
事
件
へ
の
対
応
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
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第
一
章

電
話
盗
聴
事
件
の
概
要

二
〇
一
一
年
七
月
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
が
過
去
一
〇
年
余
に
わ
た
り
数
千
人
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
等
に
ア
ク
セ
ス
し
、
彼
等
の

内
密
情
報
を
探
知
・
収
集
し
た
、
い
わ
ゆ
る
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
た
。
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
は
、
ニ
ュ
ー
ス
ス
ト
ー
リ
ー
に
必
要
な
他

人
の
内
密
情
報
を
入
手
す
る
た
め
、
電
話
盗
聴
の
他
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
や
警
察
官
等
公
職
者
と
金
銭
授
受
も
行
っ
た
（
以

下
、便
宜
的
に
こ
れ
ら
各
種
事
件
を
ひ
っ
く
る
め
て⽛
電
話
盗
聴
事
件
⽜と
総
称
す
る
）。
こ
の
よ
う
な
犯
行
は
、ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
・

グ
ル
ー
プ
（
T
rinity
M
irrorplc.二
〇
一
八
年
五
月
よ
り
Reach
plc
に
改
名
）
等
他
新
聞
グ
ル
ー
プ
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
（
tabloid）
紙
に

お
い
て
も
散
見
で
き
る
が
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
に
極
端
に
集
中
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
Ｎ
Ｉ
の
親
企
業
が
、
い
わ
ゆ
る

⽛
メ
デ
ィ
ア
帝
国
⽜（
M
ediaEm
pire）
と
し
て
君
臨
す
る
Ｎ
Ｃ
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
電
話
盗
聴
事
件
は
メ
デ
ィ
ア
帝
国
の
犯
罪
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

以
下
、
電
話
盗
聴
事
件
の
犯
行
類
型
、
事
件
の
経
過
、
主
要
被
害
例
、
海
外
に
お
け
る
余
波
を
中
心
に
事
件
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
。

一

犯
行
類
型

新
聞
は
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
⽛
闇
の
魔
術
⽜（
dark
arts）
と
呼
ば
れ
る
電
話
盗
聴
（
phonehacking）、
ブ

ラ
ギ
ン
グ
（
blagging）、
ピ
ニ
ン
グ
（
pinging）
等
の
手
法
を
用
い
た
（
⚔
）。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
刑
法
（
Crim
inalLaw
A
ct1977）、

調
査
権
限
規
制
法
（
Regulation
ofInvestigatory
Pow
ersA
ct2000）、
刑
事
司
法
法
（
Crim
inalJusticeA
ct2003）、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
濫
用
禁
止
法
（
Com
puterM
isuseA
ct1990）、
デ
ー
タ
保
護
法
（
D
ataProtection
A
ct2018
（
⚕
））
等
の
刑
事
法
に
触
れ
る
の
み
な
ら
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ず
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
に
対
す
る
民
事
責
任
の
対
象
と
も
な
り
得
る
。
ま
た
、
一
部
新
聞
は
腐
敗
し
た
警
察
官
等
公
職
者
に
違
法
な

金
銭
支
給
（
illegalpaym
ents）
を
行
い
、
他
人
の
内
密
情
報
の
提
供
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
取
引
は
、
デ
ー
タ
保
護
法
、
国
家
機
密

保
護
法
（
O
fficialSecrets
A
ct1989）、
贈
収
賄
防
止
法
（
Bribery
A
ct2010）
等
に
抵
触
し
得
る
。

で
は
、
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
件
で
用
い
ら
れ
た
各
犯
行
手
法
の
詳
細
を
紹
介
・
検
討
す
る
。

⚑

電
話
盗
聴

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
私
立
探
偵
は
他
人
の
内
密
情
報
を
密
か
に
探
知
・
収
集
す
る
手
段
と
し
て
、
主
に
現
代
人
の
必
須
通
信
機
器
で
あ

る
携
帯
電
話
に
対
す
る
ハ
ッ
キ
ン
グ
（
電
話
盗
聴
）
を
最
も
多
用
し
た
。
電
話
盗
聴
は
他
人
の
通
話
や
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
無
断

で
ア
ク
セ
ス
し
て
そ
の
情
報
を
聴
取
す
る
行
為
で
、
携
帯
電
話
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
の
手
法
が
目
立
つ
。
携
帯
電
話
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴

は
、
事
前
に
特
定
の
人
の
携
帯
電
話
の
番
号
を
把
握
し
た
後
、
そ
の
者
に
電
話
を
か
け
た
も
の
の
出
な
い
場
合
、
既
定
（
default）
の
ピ

ン
（
personalidentification
num
ber,PIN
）
コ
ー
ド
を
入
力
し
て
そ
の
者
の
音
声
メ
ー
ル
に
ア
ク
セ
ス
す
る
方
法
で
行
わ
れ
る
（
⚖
）。

携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
外
出
先
等
か
ら
置
い
て
き
た
自
身
の
携
帯
電
話
に

他
の
電
話
機
で
電
話
を
か
け
て
ピ
ン
コ
ー
ド
を
入
力
す
れ
ば
ア
ク
セ
ス
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る
。
勿
論
、
携
帯
電
話
使
用
者
は
携
帯
電
話

会
社
か
ら
発
給
さ
れ
る
既
定
の
ピ
ン
コ
ー
ド
（
四
桁
）
を
自
ら
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
変
更
し
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
た

だ
し
、
変
更
し
た
と
し
て
も
、
当
該
電
話
会
社
の
職
員
と
内
通
し
た
私
立
探
偵
等
を
通
じ
て
変
更
ピ
ン
コ
ー
ド
が
密
か
に
漏
洩
さ
れ
得
る
。

従
っ
て
、
誰
で
も
他
人
の
携
帯
電
話
の
ピ
ン
コ
ー
ド
を
何
ら
か
の
方
法
で
把
握
し
て
い
た
り
、
運
よ
く
四
桁
の
数
字
の
組
み
合
わ
せ
に
成

功
し
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
音
声
メ
ー
ル
へ
の
遠
隔
ア
ク
セ
ス
か
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
法
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
、
二
〇
〇

六
年
に
発
覚
し
た
⽛
N
oW
⽜
よ
る
王
室
電
話
盗
聴
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
（
後
述
）。
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
携
帯
電
話
会
社
の
音
声
メ
ー
ル
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シ
ス
テ
ム
の
強
化
が
図
ら
れ
た
（
⚗
）。
し
か
し
、
個
人
情
報
の
探
知
・
漏
洩
を
狙
う
ハ
ッ
カ
ー
は
常
時
ハ
ッ
キ
ン
グ
技
術
の
進
化
を
目
論
む
た

め
、
そ
の
根
本
的
な
対
処
は
容
易
で
は
な
い
。

電
話
盗
聴
は
、
故
意
か
つ
許
可
を
得
ず
に
通
信
を
傍
受
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
調
査
権
限
規
制
法
（
一
章
一
節
）
に
加
え
、
デ
ー
タ
管

理
者
の
同
意
を
得
ず
に
故
意
ま
た
は
無
謀
に
よ
り
個
人
デ
ー
タ
を
取
得
・
開
示
ま
た
は
他
の
者
へ
の
開
示
を
周
旋
す
る
行
為
を
禁
止
し
、

違
反
し
た
場
合
に
は
罰
金
を
科
す
デ
ー
タ
保
護
法
一
七
〇
条
（
個
人
デ
ー
タ
の
不
法
取
得
等
）
に
抵
触
す
る
。
勿
論
、
デ
ー
タ
保
護
法
は
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
学
問
・
芸
術
・
文
学
目
的
と
い
う
専
ら
特
別
目
的
（
specialpurposes）
の
下
処
理
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
は
、
一
定

条
件
（
⚘
）を
充
足
す
れ
ば
同
法
の
関
係
規
定
の
適
用
を
除
外
し
（
附
則
二
編
二
六
条
）、
デ
ー
タ
管
理
者
の
同
意
を
得
ず
に
故
意
ま
た
は
無
謀
に

よ
り
個
人
デ
ー
タ
を
取
得
・
開
示
ま
た
は
他
の
者
へ
の
開
示
を
周
旋
す
る
行
為
に
つ
き
一
定
の
場
合
（
⚙
）は
免
責
と
す
る
（
一
七
〇
条
二
項
・

三
項
）。
と
こ
ろ
が
、
一
般
に
電
話
盗
聴
が
こ
れ
ら
の
例
外
規
定
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
余
地
は
少
な
い
。

⚒

ブ
ラ
ギ
ン
グ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
私
立
探
偵
は
ブ
ラ
ギ
ン
グ
と
い
う
手
法
も
駆
使
し
た
。
ブ
ラ
ギ
ン
グ
と
は
、
公
共
機
関
、
電
話
会
社
、
銀
行
、
病

院
等
を
欺
罔
し
、
情
報
主
体
に
成
り
済
ま
し
て
そ
の
者
の
通
話
内
訳
、
親
族
や
友
人
の
電
話
番
号
、
前
科
、
信
用
、
健
康
等
に
関
す
る
個

人
情
報
を
無
断
で
入
手
す
る
行
為
で
あ
る（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ハ
ッ
キ
ン
グ
を
含
む
（
10
））。
ブ
ラ
ギ
ン
グ
も
デ
ー
タ
保
護
法
の
免
責
事
由
等（
附

則
二
編
二
六
条
、
一
七
〇
条
二
項
・
三
項
）
に
該
当
し
な
い
限
り
、
法
的
保
護
が
及
ば
な
い
の
は
論
を
俟
た
な
い
。

情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
独
立
監
督
機
関
、
情
報
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
（
Inform
ation
Com
m
issioner）
は
二
〇
〇
六

年
、
デ
ー
タ
保
護
法
違
反
嫌
疑
を
調
査
し
た
、
い
わ
ゆ
る
二
〇
〇
三
年
⽛
モ
ー
タ
ー
マ
ン
作
戦
⽜（
O
peration
M
otorm
an）
を
基
に
議
会

に
提
出
し
た
二
つ
の
報
告
書
（⽛
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
価
値
は
？
⽜、⽛
現
在
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
価
値
は
？
⽜）
に
お
い
て
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
を
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中
心
に
三
〇
五
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
個
人
情
報
の
取
引
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
11
）。
こ
れ
ら
の
取
引
は
、
私
立
探
偵

の
み
な
ら
ず
、
腐
敗
し
た
前
職
・
現
職
警
察
官
が
仲
介
し
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
た
（
12
）。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
三
年
当
時
、

⽛
サ
ン
⽜
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ウ
ェ
イ
ド
（
Rebekah
W
ade.二
〇
〇
九
年
六
月
結
婚
に
よ
り
ブ
ル
ッ
ク
ス
（
Brooks）
に
改
姓
）
編
集
長
等
が
、

警
察
の
情
報
提
供
の
見
返
り
に
金
銭
を
渡
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
事
実
も
上
記
の
取
引
と
無
縁
で
は
な
い
。

ブ
ラ
ギ
ン
グ
の
代
表
的
な
被
害
者
と
し
て
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
Gordon
Brow
n）
元
首
相
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
二
〇
〇

〇
年
当
時
影
の
内
閣
（
shadow
cabinet）
の
財
務
大
臣
在
任
時
か
ら
二
〇
一
〇
年
首
相
在
任
時
ま
で
の
約
一
〇
年
間
、
金
融
・
財
産
情
報

が
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜（
Sunday
T
im
es）
等
に
よ
り
ブ
ラ
ギ
ン
グ
さ
れ
た
（
13
）。

⚓

ピ
ニ
ン
グ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
私
立
探
偵
は
ピ
ニ
ン
グ
と
い
う
手
法
も
駆
使
し
た
。
ピ
ニ
ン
グ
は
、
送
信
タ
ワ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
携
帯

電
話
使
用
者
の
位
置
を
特
定
す
る
技
術
で
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
所
属
の
特
定
の
警
察
官
に
よ
る
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
限
定
的
に
許
容
さ

れ
る
手
段
で
あ
る
（
14
）。⽛
N
oW
⽜
が
雇
用
し
た
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
（
Glenn
M
ulcaire）
等
は
関
係
警
察
官
に
接
近
し
て
金
銭
を

渡
し
、
ピ
ニ
ン
グ
を
通
じ
て
他
人
の
内
密
情
報
の
提
供
を
受
け
た
。

結
局
、
新
聞
が
ピ
ニ
ン
グ
に
よ
り
他
人
の
内
密
情
報
を
公
表
す
れ
ば
、
情
報
主
体
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
対
す
る
当
該
新
聞
の
責
任

は
元
よ
り
、
当
該
情
報
を
提
供
し
た
警
察
官
は
調
査
権
限
規
制
法
を
含
む
重
大
な
服
務
規
律
違
反
の
責
任
を
問
わ
れ
る
。

⚔

金
銭
支
給

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
そ
の
仲
介
人
は
他
人
の
内
密
情
報
の
収
集
に
当
た
り
、
情
報
提
供
者
側
に
金
銭
を
支
給
す
る
手
段
も
動
員
し
た
。
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す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
と
腐
敗
し
た
警
察
官
等
公
職
者
が
金
銭
授
受
を
通
じ
て
、
他
人
の
内
密
情
報
の
取
引
を
行
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
は
、
と
り
わ
け
⽛
違
法
な
金
銭
支
給
文
化
⽜
を
形
成
し
て
き
た
⽛
サ
ン
⽜
が
多
用
し
た
（
15
）が
、
主
に
著
名
人
の
性
生

活
等
に
関
す
る
ゴ
シ
ッ
プ
報
道
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
取
材
者
が
情
報
提
供
者
に
金
銭
を
支
払
っ
て
情
報
を
得
る
手
法
、
い
わ
ゆ
る
小
切
手
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
checkbook

journalism
）
は
、
公
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
例
外
的
状
況
で
は
な
い
限
り
、
プ
レ
ス
倫
理
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
で
あ
る
。
ま
た
、

小
切
手
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
取
材
源
及
び
行
為
の
客
体
に
よ
っ
て
は
デ
ー
タ
保
護
法
、
国
家
秘
密
保
護
法
、
贈
収
賄
防
止
法
等
に

違
反
し
か
ね
な
い
。

二

事
件
の
経
過

新
聞
の
電
話
盗
聴
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
、⽛
N
oW
⽜
関
係
者
が
王
室
へ
の
電
話
盗
聴
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
で
、
世
間
の
関
心
を
引

く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
電
話
盗
聴
は
王
室
電
話
盗
聴
事
件
に
限
ら
ず
一
〇
年
余
前
か
ら
横
行
し
て
い
た
こ
と
、

犯
罪
で
犠
牲
に
な
っ
た
未
成
年
も
電
話
盗
聴
被
害
者
で
あ
っ
た
こ
と
等
が
明
ら
か
に
な
り
、市
民
社
会
の
衝
撃
と
公
憤
は
極
限
に
達
し
た
。

一
方
、⽛
サ
ン
⽜
を
中
心
に
一
部
新
聞
が
、
警
察
官
等
公
職
者
か
ら
他
人
の
内
密
情
報
を
入
手
し
、
そ
の
見
返
り
に
金
銭
を
支
給
し
て
き
た

こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

で
は
、
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
た
二
〇
一
一
年
七
月
に
至
る
ま
で
、
事
件
の
経
過
を
検
討
す
る
。
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⚑

電
話
盗
聴
の
始
ま
り

ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
（
以
下
、
警
視
庁
）
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
捜
査
班
（
O
peration
Caryatid）
は
二
〇
〇
六
年
八
月
、⽛
N
oW
⽜
の
ク
ラ

イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
CliveGoodm
an）
王
室
担
当
編
集
者
と
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
（
16
）を
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
王
室
関
係

者
三
人
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
盗
聴
し
た
嫌
疑
で
逮
捕
し
た
。
こ
の
出
来
事
が
、
後
に
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
す
る

端
緒
と
な
っ
た
。

⽛
N
oW
⽜
の
た
め
に
暗
躍
し
て
き
た
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
は
、
王
室
関
係
者
以
外
に
も
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
選
手
協
会
の
ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ

ラ
ー
（
Gordon
T
aylor）
会
長
、
Ｐ
Ｒ
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
（
M
ax
Clifford）
を
含
む
著
名
人
五
人
に
対
し

て
も
性
生
活
等
の
内
密
情
報
を
探
る
た
め
、
電
話
盗
聴
を
行
っ
た
（
17
）。
と
こ
ろ
が
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
後
任
と
し
て
二
〇
〇
三
年

一
月
よ
り
⽛
N
oW
⽜
編
集
長
を
務
め
た
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
（
A
ndy
Coulson）
は
、
電
話
盗
聴
事
件
に
つ
き
⽛
一
不
良
記
者
の

仕
業
⽜
と
強
弁
し
、
自
身
の
関
与
を
否
定
し
た
。

結
局
、
通
信
盗
聴
共
謀
（
刑
法
違
反
）
及
び
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
不
法
盗
聴
（
調
査
権
限
規
制
法
違
反
）
嫌
疑
で
起
訴
さ
れ
た
ク

ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
は
二
〇
〇
七
年
一
月
、
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
四
月
と
六
月
の
実
刑
判
決
が
確
定
し
た
。
そ
の
結

果
、
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
は
同
年
二
月
、⽛
N
oW
⽜
か
ら
解
雇
さ
れ
た
（
18
）。
一
方
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
は
、
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ

ド
マ
ン
等
の
実
刑
判
決
の
確
定
直
後
、
監
督
責
任
を
取
り
同
紙
を
退
職
し
た
（
コ
リ
ン
・
マ
イ
ラ
ー
（
Colin
M
yler）
が
後
任
に
就
任
）。

し
か
し
、
彼
は
同
年
五
月
、
野
党
・
保
守
党
の
首
席
報
道
官
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
に
続
き
、
二
〇
一
〇
年
五
月
同
党
の
政
権
奪
取
に
伴
い
、

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
（
D
avid
Cam
eron）
政
権
の
首
席
報
道
官
に
起
用
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
新
聞
の
電
話
盗
聴
は
そ
の
正
確
な
始
ま
り
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
王
室
電
話
盗
聴
事
件
以
前
か
ら
新
聞
界
（
Fleet

Street）
内
外
か
ら
議
論
と
な
っ
て
い
た
。
プ
レ
ス
自
主
規
制
機
関
、
プ
レ
ス
苦
情
処
理
委
員
会
（
Press
Com
plaints
Com
m
ission,
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PCC）
は
二
〇
〇
三
年
二
月
議
会
に
提
出
し
た
報
告
書
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
も
一
部
新
聞
が
政
治
家
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

た
電
話
盗
聴
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
し
た
（
19
）。
し
か
し
、
私
立
探
偵
を
活
用
し
た
新
聞
の
電
話
盗
聴
は
既
に
一
九
七
〇
、
八
〇
年
代
に
も
行
わ

れ
た
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
（
20
）。

司
法
当
局
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
序
盤
以
降
新
聞
の
電
話
盗
聴
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
最

側
近
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
二
〇
〇
〇
年
五
月
よ
り
約
三
年
間
⽛
N
oW
⽜
編
集
長
を
務
め
た
時
期
に
、
未
成
年
の
犯
罪
被
害
者
ミ

リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
（
M
illy
D
ow
ler）
に
対
す
る
電
話
盗
聴
を
含
む
一
連
の
犯
行
が
集
中
し
て
お
り
、
以
降
も
し
ば
ら
く
多
方
面
の
著
名
人

は
勿
論
、
一
般
人
も
電
話
盗
聴
の
標
的
と
な
っ
た
。

従
っ
て
、
二
〇
〇
二
年
時
点
に
お
い
て
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜（
T
heGuardian）
や
⽛
テ
レ
グ
ラ
フ
⽜（
T
heT
elegraph）
が
新
聞
の
私

立
探
偵
等
を
活
用
し
た
他
人
の
内
密
情
報
の
収
集
可
能
性
を
憂
慮
し
た
（
21
）の
は
決
し
て
杞
憂
で
は
な
い
。
実
際
、
前
述
の
如
く
情
報
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
は
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
〇
〇
年
代
序
盤
一
部
新
聞
・
雑
誌
が
ブ
ラ
ギ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
違
法
な
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
プ
レ
ス
の
違
法
な
情
報
収
集
は
、
私
立
探
偵
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ホ
イ
ッ
ト
モ
ア
（
SteveW
hittam
ore）

が
媒
介
し
て
お
り
（
22
）、⽛
N
oW
⽜、⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜、⽛
デ
イ
リ
ー
・
メ
ー
ル
⽜（
D
aily
M
ail）
等
大
衆
紙
と
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜（
T
he

T
im
es）、⽛
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
⽜（
O
bserver）
等
一
部
高
級
紙
を
含
め
た
総
三
一
の
新
聞
・
雑
誌
所
属
の
三
〇
五
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
問
題
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
が
刑
事
訴
追
さ
れ
た
な
ら
ば
、
電
話
盗
聴
事
件
の
早
期
発

見
と
そ
の
後
の
プ
レ
ス
の
違
法
な
取
材
行
為
の
抑
止
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、⽛
サ
ン
⽜
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
編
集
長
と
⽛
N
oW
⽜
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
編
集
長
は
二
〇
〇
三
年
初
頭
、
下
院

文
化
・
メ
デ
ィ
ア
・
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
（
以
下
、
文
化
委
員
会
）
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
関
す
る
調
査
に
応
じ
、
過

去
に
情
報
提
供
の
見
返
り
に
警
察
に
金
銭
を
渡
し
た
事
実
を
認
め
つ
つ
、
今
後
も
公
益
に
適
う
場
合
、
金
銭
の
支
給
、
私
立
探
偵
や
盗
聴
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装
置
の
活
用
可
能
性
を
示
唆
し
た
（
23
）。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
見
解
は
、
事
実
上
Ｎ
Ｉ
に
お
け
る
違
法
な
取
材
慣
行
の
存
在
を
自
認
し
た
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
も
二
〇
一
三
年
三
月
⽛
サ
ン
⽜
の
職
員
等
の
会
合
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
新
聞
が

警
察
官
に
情
報
提
供
の
対
価
と
し
て
賄
賂
を
供
与
す
る
の
は
百
年
来
の
慣
行
で
、
彼
が
自
身
の
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
が
習
慣
的
に
そ

の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
認
知
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
24
）。

⚒

電
話
盗
聴
の
蔓
延
事
実
を
め
ぐ
る
攻
防

ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
等
の
王
室
電
話
盗
聴
事
件
が
発
覚
し
た
当
時
、⽛
N
oW
⽜
は
対
外
的
に
本
件
に
つ
き
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜

と
予
防
線
を
張
っ
た
こ
と
に
加
え
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
右
腕
た
る
Ｎ
Ｉ
の
レ
ス
・
ヒ
ン
ト
ン
（
LesH
inton）
会
長
も
二
〇
〇
七

年
三
月
下
院
文
化
委
員
会
に
お
い
て
、
内
部
調
査
の
結
果
、⽛
N
oW
⽜
に
お
い
て
電
話
盗
聴
が
蔓
延
し
て
い
た
証
拠
は
な
か
っ
た
と
証
言

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
証
言
は
、
当
時
ま
で
違
法
な
情
報
収
集
行
為
に
動
員
さ
れ
た
私
立
探
偵
の
規
模
に
鑑
み
、
事
件
の
隠
蔽
・
縮
小
に

他
な
ら
な
い
（
25
）。
当
時
、
王
室
電
話
盗
聴
事
件
へ
の
公
衆
の
関
心
は
比
較
的
短
期
間
で
薄
れ
た
が
、
本
件
は
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
の
ご
く

一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
後
、
王
室
電
話
盗
聴
事
件
が
⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
犯
行
の
氷
山
の
一
角
で
あ
る
こ
と
や
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
に
ア
ン
デ
ィ
ー
・

コ
ー
ル
ソ
ン
等
の
組
織
の
上
層
部
が
関
与
し
た
事
実
が
度
々
内
部
告
発
（
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
に
よ
る
内
部
告
発
を
含
む
）
に
よ
り

暴
露
さ
れ
た
が
、こ
の
よ
う
な
事
実
発
掘
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜の
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス（
N
ick
D
avies）

記
者
で
あ
る
。
同
記
者
は
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
、
調
査
報
道
を
通
じ
て
ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ
ラ
ー
と
彼
の
側
近
二
人
が
上
記
し
た
電
話
盗

聴
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
理
由
に
提
起
し
た
民
事
訴
訟
が
、⽛
N
oW
⽜
と
そ
の
母
企
業
に
よ
り
巨
額
の
口
止
め
料
（
一
〇
〇
万
ポ

ン
ド
）
が
提
示
さ
れ
密
室
合
意
に
至
っ
た
内
幕
を
暴
露
す
る
一
方
、⽛
N
oW
⽜
の
組
織
的
関
与
（
端
的
に
、
二
〇
〇
五
年
六
月
、
グ
レ
ン
・
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マ
ル
ケ
ア
が
盗
聴
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
三
五
件
が
⽛
N
oW
⽜
の
記
者
を
経
て
ネ
ビ
ル
・
サ
ー
ル
ベ
ッ
ク
（
N
evilleT
hurlbeck）
首
席
記
者

に
伝
わ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
⽛
ネ
ビ
ル
電
子
メ
ー
ル
⽜（
N
eville
em
ail）
の
存
在
等
）
の
下
電
話
盗
聴
が
蔓
延
し
て
い
た
事
実
を
報
じ
た
（
26
）。

⽛
N
oW
⽜
の
コ
リ
ン
・
マ
イ
ラ
ー
編
集
長
と
Ｎ
Ｉ
の
ト
ム
・
ク
ロ
ー
ン
（
T
om
Crone）
法
務
部
長
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
Ｎ

Ｃ
の
欧
州
・
ア
ジ
ア
総
責
任
者
兼
Ｎ
Ｉ
の
会
長
と
し
て
赴
任
し
た
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
次
男
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
（
Jam
es

M
urdoch）
が
、
ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
の
解
決
を
主
導
し
て
二
〇
〇
八
年
六
月
に
成
功
に
導
い
た
。

⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
に
対
し
、⽛
N
oW
⽜
側
は
虚
偽
報
道
で
あ
る
と
即
刻
反
駁
し
た
こ
と
に
続
き
、
同
紙

幹
部
等
が
二
〇
〇
九
年
九
月
下
院
文
化
委
員
会
に
お
い
て
、
内
部
調
査
の
結
果
、
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
い
う
⽛
一
不
良
記
者
の
仕

業
⽜
の
域
を
越
え
て
違
法
行
為
が
蔓
延
し
て
い
た
証
拠
は
な
か
っ
た
と
証
言
し
た
（
27
）。
ま
た
、
警
視
庁
も
二
〇
〇
九
年
九
月
下
院
文
化
委
員

会
に
お
い
て
、⽛
N
oW
⽜
の
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
に
よ
る
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
電
話
盗
聴
事

件
の
原
捜
査
に
関
す
る
検
討
の
結
果
、
追
加
証
拠
が
な
い
と
し
て
再
捜
査
の
必
要
性
を
否
定
し
た
（
28
）。
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
も
二
〇
〇
九
年
一

一
月
九
日
、⽛
フ
ォ
ン
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
盗
聴
嫌
疑
に
関
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｃ
報
告
書
⽜
と
い
う
報
告
書
を
公
表
し
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
事
実
誤
導
や

電
話
盗
聴
が
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
と
主
張
し
た
（
29
）。
一
方
、下
院
文
化
委
員
会
は
二
〇
一
〇
年
二
月
九
日
、⽛
プ
レ
ス
基
準
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
メ
デ
ィ
ア
⽜
と
い
う
報
告
書
を
公
表
し
、
電
話
盗
聴
、
ブ
ラ
ギ
ン
グ
等
違
法
行
為
に
つ
き
一
貫
し
て
否
定
し
た
⽛
N
oW
⽜

関
係
者
等
の
態
度
を
⽛
集
団
健
忘
症
⽜（
collectiveam
nesia）
と
揶
揄
し
、
警
視
庁
の
捜
査
怠
慢
（
い
わ
ゆ
る
⽛
ネ
ビ
ル
電
子
メ
ー
ル
⽜

の
封
印
）
と
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
Ｎ
Ｉ
の
立
場
の
追
認
を
批
判
し
つ
つ
も
（
30
）、⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
を
支
持
す
る
積
極
的

な
証
拠
は
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
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⚓

隠
さ
れ
た
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚

電
話
盗
聴
を
め
ぐ
る
Ｎ
Ｉ
側
の
事
実
隠
蔽
に
加
え
、
警
視
庁
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
、
議
会
の
消
極
的
な
態
度
に
対
し
、
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者

と
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
は
新
事
実
の
発
掘
で
応
酬
し
た
。⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
は
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
マ
ッ
ク
ス
・

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
電
話
盗
聴
事
件
を
め
ぐ
り
、
Ｎ
Ｉ
が
訴
訟
取
下
を
条
件
に
マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
に
巨
額
（
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
）
を

支
払
っ
た
こ
と
を
暴
露
し
た
（
31
）。
続
い
て
、
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者
は
同
年
九
月
八
日
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
が
電
話
盗
聴
を
認

知
し
て
い
た
こ
と
や
他
の
違
法
手
段
も
蔓
延
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
⽛
N
oW
⽜
の
ポ
ー
ル
・
マ
ク
マ
ラ
ン
（
PaulM
cM
ullan）
元
学
芸

編
集
者
の
証
言
を
ス
ク
ー
プ
し
た
（
32
）。
一
方
、
米
国
の
⽛
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
⽜（
T
he
N
ew
Y
ork
T
im
es）
も
同
年
九
月
一
日
、

ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
が
電
話
盗
聴
を
積
極
的
に
勧
め
た
と
す
る
⽛
N
oW
⽜
の
シ
ョ
ー
ン
・
ホ
ア
（
Sean
H
oare）
元
記
者
の
証
言

等
を
基
に
、
電
話
盗
聴
事
件
の
内
訳
と
そ
の
深
刻
性
を
告
発
す
る
調
査
報
道
を
展
開
し
た
（
33
）。

そ
の
後
、⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
、
女
優
の
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
（
SiennaM
iller）
が
⽛
N
oW
⽜
よ
る
電
話

盗
聴
被
害
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
）
を
理
由
に
提
起
し
た
民
事
訴
訟
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
書
類
（
い
わ
ゆ
る
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜

（
M
ulcairefile）
の
抜
粋
）
を
基
に
、
電
話
盗
聴
が
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
含
む
同
社
の
編
集
幹
部
等
の
関
知
・
承
認
の
下
に
行
わ

れ
た
情
況
を
明
ら
か
に
し
た
（
34
）。
同
報
道
を
機
に
、
Ｎ
Ｉ
側
の
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
抗
弁
は
無
力
と
な
り
、
捜
査
当
局
の
電
話
盗
聴
事

件
の
再
捜
査
が
必
至
と
な
っ
た
（
35
）。
検
察
庁
は
二
〇
一
一
年
一
月
一
五
日
、
警
視
庁
が
収
集
し
た
⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇

六
年
電
話
盗
聴
事
件
の
原
証
拠
に
関
す
る
再
考
方
針
を
発
表
し
た
。
続
い
て
警
視
庁
は
一
月
二
六
日
、
重
要
な
新
証
拠
を
入
手
し
た
と
し

て
、
三
つ
の
専
担
捜
査
班
を
設
け
て
電
話
盗
聴
事
件
の
再
捜
査
に
踏
み
切
っ
た
（
後
述
）。

⽛
N
oW
⽜
は
警
視
庁
の
再
捜
査
が
差
し
迫
っ
た
二
〇
一
一
年
一
月
五
日
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
が
電
話
盗
聴
の
依
頼
者
と
し
て
名
指
し

し
た
⽛
N
oW
⽜
の
イ
ア
ン
・
エ
ド
モ
ン
ソ
ン
（
Ian
Edm
ondson）
副
編
集
長
を
追
放
し
た
。
ま
た
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
は
一

北研 55 (1・122) 122

論 説

北研 55 (1・123) 123

英国における電話盗聴事件の考察（一）



月
二
一
日
、
首
相
の
首
席
報
道
官
を
突
然
辞
任
し
た
。
彼
の
こ
の
去
就
決
定
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
関
与
を
め
ぐ
る
警
察
の
捜
査
圧
迫
に

対
す
る
負
担
感
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
四
月
五
日
、
捜
査
再
開
以
降
は
じ
め
て
⽛
N
oW
⽜
の
イ
ア
ン
・
エ
ド
モ
ン
ソ
ン
前
副
編
集
長
と
ネ
ビ
ル
・
サ
ー

ル
ベ
ッ
ク
首
席
記
者
を
と
も
に
通
信
盗
聴
共
謀
及
び
音
声
メ
ー
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
不
法
盗
聴
嫌
疑
で
逮
捕
し
た
。
危
機
に
直
面
し
た
Ｎ
Ｉ
は

四
月
八
日
、
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
が
も
た
ら
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
対
す
る
責
任
を
認
め
て
一
旦
二
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
賠
償
額

を
策
定
す
る
一
方
、
当
面
女
優
の
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
国
会
議
員
、
弁
護
士
、
ス
ポ
ー
ツ
評
論
家
等
八
人
の
被
害
請
求
者

に
対
し
て
謝
罪
し
て
賠
償
を
約
束
し
た
。

一
方
、
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者
は
、⽛
N
oW
⽜
の
グ
レ
ッ
グ
・
ミ
ス
キ
ブ
（
Greg
M
iskiw
）
ニ
ュ
ー
ス
編
集
者
等
の
指
揮
の
下
電
話

盗
聴
に
加
担
し
て
い
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ヨ
ハ
ン
ナ
・
ハ
ー
ト
（
ChristineJoannaH
art）
記
者
（
36
）を
含
む
秘
密
情
報
源
を
確
保
し
、
電

話
盗
聴
事
件
の
核
心
に
迫
っ
た
。
彼
は
二
〇
一
一
年
七
月
五
日
、
緻
密
か
つ
執
拗
な
追
跡
を
経
て
（
37
）、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
一
三
歳
の
少
女
ミ

リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
へ
の
電
話
盗
聴
・
操
作
（
二
〇
〇
二
年
）
事
実
を
暴
露
し
た
（
38
）。
こ
れ
を
機
に
、
Ｎ
Ｉ
側
の
事
実
の
隠
蔽
・
縮
小
工
作
は

破
綻
し
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
が
決
定
的
と
な
っ
た
。

警
視
庁
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
通
信
盗
聴
共
謀
（
刑
法
違
反
）
及
び
職
権
濫
用
幇
助
（
情
報
提
供
の
対

価
と
し
て
公
職
者
へ
の
違
法
な
金
銭
支
給
（
腐
敗
防
止
法
違
反
））
嫌
疑
（
八
日
）、⽛
N
oW
⽜
の
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
（
N
eilW
allis）
前

副
編
集
長
を
通
信
盗
聴
共
謀
嫌
疑
（
一
四
日
）、⽛
N
oW
⽜
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
前
任
編
集
長
で
あ
る
Ｎ
Ｉ
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ

ル
ッ
ク
ス
CEO（
逮
捕
直
前
に
辞
任
（
39
））
を
通
信
盗
聴
共
謀
及
び
職
権
濫
用
幇
助
嫌
疑
で
逮
捕
す
る
（
一
七
日
）
等
、
こ
の
時
点
ま
で
に
関

係
者
一
〇
人
を
逮
捕
し
た
。
そ
の
後
も
逮
捕
者
が
続
出
す
る
中
、⽛
サ
ン
⽜
の
上
級
記
者
二
人
が
自
殺
を
企
図
し
た
（
二
〇
一
二
年
三
月
（
40
））。

時
を
同
じ
く
し
て
、
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
、
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
等
の
親
友
で
あ
る
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
自
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身
を
は
じ
め
と
す
る
政
界
の
一
部
か
ら
、
そ
れ
ま
で
プ
レ
ス
と
政
治
家
の
親
密
な
関
係
に
つ
い
て
自
省
の
声
も
出
た
（
41
）。
ま
た
、
Ｎ
Ｉ
側
と

の
癒
着
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
警
視
庁
の
ポ
ー
ル
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
（
PaulStephenson）
警
視
総
監
と
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
（
John

Y
ates）
警
視
監
（
42
）は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
一
一
年
七
月
一
七
日
、
一
八
日
辞
任
し
た
。

三

主
要
被
害
例

⽛
N
oW
⽜
を
は
じ
め
と
す
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
は
、
王
室
、
政
官
界
、
芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
界
等
多
方
面
の
公
人
な
い
し
準
公
人
と
そ
の
周
辺

人
物
（
家
族
、
側
近
、
友
人
等
）
の
み
な
ら
ず
、
一
般
人
も
電
話
盗
聴
の
標
的
と
し
た
。
電
話
盗
聴
事
件
の
調
査
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た

独
立
調
査
委
員
会
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
（
Leveson
Inquiry）
は
、
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
が
煽
情
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
構
成
の
た
め
、
公
衆
の
正

当
な
関
心
事
で
は
な
い
個
人
情
報
を
盗
聴
し
、
多
く
の
個
人
の
私
生
活
の
平
穏
を
破
壊
し
た
情
景
を
示
し
て
い
る
（
43
）。
警
視
庁
は
二
〇
一
二

年
九
月
当
時
、
新
聞
の
電
話
盗
聴
等
被
害
者
（
潜
在
被
害
者
を
含
む
）
を
四
七
四
四
人
と
発
表
し
た
が
、
そ
の
後
二
〇
一
五
年
三
月
に
そ

の
数
を
五
五
〇
〇
人
に
上
方
修
正
し
た
（
44
）。

で
は
、
電
話
盗
聴
事
件
の
各
階
層
（
王
室
、
政
官
界
、
芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
界
、
一
般
）
ご
と
の
主
要
被
害
例
を
紹
介
す
る
。

⚑

王
室

王
室
で
は
、ウ
ィ
リ
ア
ム
王
子（
PrinceW
illiam
,D
ukeofCam
bridge）、ヘ
ン
リ
王
子（
PrinceH
enry,D
ukeofSussex）、キ
ャ

サ
リ
ン
妃
（
Catherine,D
uchessofCam
bridge）
が
電
話
盗
聴
被
害
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
他
の
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ァ
ミ
リ
ー
も
個
人
情
報

の
漏
洩
の
蓋
然
性
が
度
々
提
起
さ
れ
た
。
彼
等
の
個
人
情
報
の
漏
洩
元
は
、
主
に
新
聞
に
取
り
込
ま
れ
た
王
室
警
護
員
で
あ
っ
た
。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
王
子
は
二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
内
部
者
の
み
知
っ
て
い
た
自
身
の
膝
の
負
傷
等
に
関
す
る
情
報
が
漏
洩
さ
れ
、⽛
N
oW
⽜

に
掲
載
さ
れ
た
（
45
）。
ま
た
、彼
の
秘
書
官
三
人
も
彼
等
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
が
何
者
か
に
無
断
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
異
変
を
経
験
し
た
。

そ
こ
で
、
王
室
は
外
部
か
ら
の
監
視
を
疑
い
、
警
視
庁
に
捜
査
を
依
頼
し
た
。
結
局
、
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア

が
ウ
ィ
リ
ア
ム
王
子
の
動
静
を
監
視
す
る
目
的
で
、
彼
の
秘
書
官
等
の
携
帯
電
話
を
二
〇
〇
五
年
一
一
月
か
ら
逮
捕
直
前
ま
で
数
百
回
不

法
盗
聴
し
、
実
刑
判
決
を
受
け
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

ヘ
ン
リ
王
子
は
二
〇
〇
六
年
四
月
、
自
身
の
携
帯
電
話
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
に
よ
っ
て

盗
聴
さ
れ
（
警
視
庁
確
認
）、
ス
ト
リ
ッ
プ
ク
ラ
ブ
出
入
事
実
を
扱
っ
た
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
が
⽛
サ
ン
⽜
に
特
ダ
ネ
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
（
46
）。
ま

た
、
彼
の
ス
ト
リ
ッ
プ
ク
ラ
ブ
出
入
と
関
連
し
、
彼
の
恋
人
を
困
惑
さ
せ
る
記
事
も
⽛
N
oW
⽜
に
掲
載
さ
れ
た
（
47
）。

キ
ャ
サ
リ
ン
妃
の
被
害
事
実
は
、
王
室
電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
で
は
表
に
出
な
か
っ
た
が
、
同
事
件
の
再
捜
査
に
基
づ
く
公
判
過
程

で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
が
公
判
で
認
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
キ
ャ
サ
リ
ン
妃
は
二
〇
〇
五
年
ク
リ
ス
マ
ス
、

二
〇
〇
六
年
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
を
含
め
て
一
五
五
回
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
王
子
は
三
五
回
、
ヘ
ン
リ
王
子
は
九
回
そ
れ
ぞ
れ
電
話
盗
聴
さ

れ
た
（
48
）。

⚒

政
官
界

政
官
界
で
は
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
元
首
相
を
は
じ
め
と
す
る
相
当
数
の
閣
僚
や
国
会
議
員
の
他
、
一
部
警
察
官
、
軍
人
も
電
話
盗

聴
の
標
的
と
な
っ
た
。

ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
元
首
相
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
約
一
〇
年
に
わ
た
り
機
微
な
複
数
の
個
人
情
報
が
Ｎ
Ｉ
傘
下

の
新
聞
に
よ
り
探
知
・
漏
洩
さ
れ
た
。
元
首
相
夫
妻
は
⽛
N
oW
⽜
が
雇
用
し
た
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
に
よ
っ
て
電
話
盗
聴
さ
れ
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た
他
、
金
融
・
資
産
・
課
税
情
報
が
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
に
よ
り
ブ
ラ
ギ
ン
グ
さ
れ
、
息
子
の
持
病
に
関
す
る
診
療
記
録
が
病
院

か
ら
漏
洩
さ
れ
て
⽛
サ
ン
⽜
に
掲
載
さ
れ
た
（
49
）。

テ
ッ
サ
・
ジ
ョ
ー
ウ
ェ
ル
（
T
essaJow
ell）
元
文
化
大
臣
は
在
任
中
の
二
〇
〇
六
年
、
自
身
の
携
帯
電
話
が
⽛
N
oW
⽜
に
よ
り
全
面
的

に
ハ
ッ
キ
ン
グ
さ
れ
た
。
彼
女
の
夫
で
企
業
弁
護
士
の
デ
ビ
ッ
ト
・
ミ
ル
ズ
（
D
avid
M
ills）
は
二
〇
〇
六
年
前
半
、
イ
タ
リ
ア
の
有
力

政
治
家
シ
ル
ヴ
ィ
オ
・
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
（
SilvioBerlusconi）
か
ら
一
九
九
〇
年
に
賄
賂
を
収
受
し
た
嫌
疑
等
が
浮
上
し
（
50
）、
政
府
よ
り

閣
僚
規
範
（
M
inisterialCode）
遵
守
違
反
に
問
わ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
の
調
査
報
道
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
彼
女
に
対
す
る
過

度
の
電
話
盗
聴
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
Ｎ
Ｉ
は
二
〇
一
一
年
一
二
月
、
本
件
に
対
す
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
を
認
め
て
二
〇
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
（
51
）。

ジ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
（
John
Prescott）
元
副
首
相
は
在
任
中
の
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
、
彼
と
彼
の
職
員
間
の
私
的
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
に
よ
り
盗
聴
さ
れ
た
。
彼
は
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付

報
道
を
契
機
に
、
警
視
庁
に
電
話
盗
聴
対
象
者
情
報
等
を
記
し
た
い
わ
ゆ
る
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
の
情
報
開
示
を
求
め
た
が
、
警

視
庁
は
関
連
情
報
を
開
示
せ
ず
、
電
話
盗
聴
の
事
実
を
繰
り
返
し
否
定
し
た
（
実
際
に
は
四
五
回
も
盗
聴
さ
れ
て
い
た
（
52
））。
そ
の
た
め
、
彼

は
有
志
と
と
も
に
警
視
庁
の
対
応
の
違
法
性
（
人
権
侵
害
）
を
理
由
に
司
法
審
査
を
請
求
し
、
認
容
さ
れ
た
（
53
）。
一
方
、
本
件
盗
聴
に
対
す

る
民
事
訴
訟
は
二
〇
一
二
年
一
月
、
Ｎ
Ｉ
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
認
め
て
四
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
合
意
に
至
っ
た
（
54
）。

サ
イ
モ
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
（
Sim
on
H
ughes）
元
自
民
党
副
党
首
は
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
、
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
グ
レ
ン
・

マ
ル
ケ
ア
に
よ
り
電
話
盗
聴
被
害
を
受
け
た
。
彼
の
氏
名
も
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
警
視
庁
は
本
人
に
そ
の

事
実
を
通
知
し
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
結
局
、
本
件
盗
聴
に
対
す
る
民
事
訴
訟
は
二
〇
一
二
年
二
月
、
Ｎ
Ｉ
が
四
万
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド

を
賠
償
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
（
55
）。
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電
話
盗
聴
に
関
す
る
調
査
を
所
管
し
た
下
院
文
化
委
員
会
所
属
の
委
員
等
も
⽛
N
oW
⽜
の
監
視
の
標
的
と
な
っ
た
。
同
紙
は
、
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
、
写
真
記
者
、
私
立
探
偵
等
を
通
じ
て
二
〇
〇
九
年
特
定
の
時
点
に
お
い
て
三
日
～
一
〇
日
間
、
下
院
文
化
委
員
会
所
属
の
全
委

員
を
監
視
し
た
（
56
）。
本
件
監
視
は
、
下
院
文
化
委
員
会
が
前
述
し
た
⽛
プ
レ
ス
基
準
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
メ
デ
ィ
ア
⽜
の
調
査
を
行
っ
た
時

期
に
行
わ
れ
た
。
守
勢
に
立
た
さ
れ
た
Ｎ
Ｉ
側
が
下
院
文
化
委
員
会
委
員
等
の
敏
感
な
私
生
活
を
監
視
し
、
彼
等
の
業
務
妨
害
を
画
策
し

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ク
レ
ア
・
ワ
ー
ド
（
Claire
W
ard）
委
員
と
ク
リ
ス
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
（
Chris
Bryant）
委
員
は
、

後
の
民
事
訴
訟
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
三
年
に
も
⽛
N
oW
⽜
に
よ
っ
て
電
話
盗
聴
さ
れ
た
（
57
）。
特
に
、
ク
リ

ス
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
委
員
は
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
を
契
機
に
、
警
視
庁
に
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
の

情
報
開
示
を
求
め
た
が
、
警
視
庁
は
八
か
月
も
経
っ
て
か
ら
彼
の
氏
名
が
同
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
通
知
し
つ
つ
も
、
電

話
盗
聴
の
事
実
を
否
定
し
た
（
58
）。
そ
の
た
め
、
彼
は
ジ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
元
副
首
相
等
と
と
も
に
司
法
審
査
を
請
求
し
、
認
容
さ
れ
た
。

一
方
、
彼
に
対
す
る
電
話
盗
聴
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
は
二
〇
一
二
年
一
月
、
Ｎ
Ｉ
が
三
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
（
59
）。

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
パ
デ
ィ
ッ
ク
（
Brian
Paddick）
自
民
党
議
員
（
警
視
庁
の
元
警
視
監
補
）
は
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
、
ク
ラ
イ

ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
に
よ
り
電
話
盗
聴
さ
れ
た
こ
と
が
後
に
確
認
さ
れ
た
。
彼
は
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
に
自

身
の
氏
名
が
含
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
視
庁
は
彼
の
氏
名
が
同
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
通
知
す
る
の
み
で
不

十
分
な
対
応
に
終
始
し
た
（
60
）。
そ
の
た
め
、
彼
は
ジ
ョ
ン
・
プ
レ
ス
コ
ッ
ト
元
副
首
相
等
と
と
も
に
司
法
審
査
を
請
求
し
、
認
容
さ
れ
た
。

そ
の
他
、一
九
九
七
年
～
二
〇
〇
七
年
内
務
大
臣
の
職
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ス
ト
ロ
ー（
Jack
Straw
）、デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ン
ケ
ッ

ト
（
D
avid
Blunkett）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ク
ラ
ー
ク
（
CharlesClarke）、
ジ
ョ
ン
・
リ
ー
ド
（
John
Reid）
も
⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴

の
標
的
と
な
っ
た
（
61
）。

北研 55 (1・128) 128

論 説

北研 55 (1・129) 129

英国における電話盗聴事件の考察（一）



⚓

芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
界

芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
界
で
は
、
前
述
し
た
ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ
ラ
ー
、
マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
、
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

多
数
の
著
名
人
の
他
、
一
部
作
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
も
電
話
盗
聴
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
。

ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ
ラ
ー
と
マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
へ
の
電
話
盗
聴
は
、上
記
の
王
室
電
話
盗
聴
事
件
と
は
別
に
発
覚
し
た
。⽛
N
oW
⽜

に
雇
用
さ
れ
た
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
は
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
、
二
人
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
に
不
法
ア
ク
セ
ス
し

て
内
密
情
報
を
収
集
し
、⽛
N
oW
⽜
に
掲
載
し
た
。
本
件
に
対
す
る
民
事
訴
訟
は
、⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
が
暴
露
し
た
（
二
〇
〇
九
年
七
月

九
日
付
、
二
〇
一
〇
年
三
月
九
日
付
）
よ
う
に
、
Ｎ
Ｉ
が
二
人
に
各
々
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
合
意
に
至
っ
た
。

女
優
の
シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
は
二
〇
〇
五
年
一
月
～
二
〇
〇
六
年
八
月
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
に
よ
り
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
が
盗
聴

さ
れ
た
。
彼
女
は
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
付
報
道
を
契
機
に
、
警
視
庁
に
⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
の
情
報
開
示

を
求
め
た
が
、
警
視
庁
は
彼
女
の
氏
名
が
同
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
通
知
し
つ
つ
も
、
電
話
盗
聴
の
事
実
を
否
定
し
た
（
62
）。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、⽛
N
oW
⽜
が
い
わ
ゆ
る
⽛
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

シ
エ
ナ
・
ミ
ラ
ー
⽜（
ProjectSiennaM
iller）
を
通
じ
て
彼
女

の
電
話
（
三
台
）
に
加
え
、
彼
女
の
友
人
や
世
話
人
等
の
電
話
を
盗
聴
し
た
嫌
疑
が
弁
護
人
の
追
及
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
（
63
）。
結
局
、

Ｎ
Ｉ
は
二
〇
一
一
年
四
月
に
本
件
に
つ
き
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
認
め
、
五
月
に
一
〇
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
合
意
に
至
っ
た
（
64
）。

歌
手
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
チ
ャ
ー
チ
（
CharlotteChurch）
は
未
成
年
期
の
二
〇
〇
二
年
よ
り
数
年
間
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
り
自
身
を
含

む
家
族
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
が
繰
り
返
し
盗
聴
さ
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
監
視
が
相
次
い
だ
。
一
連
の
盗
聴
・
監
視
に
よ
り
、

自
身
の
医
療
情
報
の
み
な
ら
ず
、
父
の
不
倫
と
コ
カ
イ
ン
吸
引
、
母
の
自
殺
未
遂
等
敏
感
な
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
が
同
紙
紙
上
で

大
量
に
漏
洩
さ
れ
た
。
結
局
、
本
件
に
対
す
る
民
事
訴
訟
は
二
〇
一
二
年
二
月
、
Ｎ
Ｉ
が
問
題
の
報
道
三
三
件
に
つ
き
六
〇
万
ポ
ン
ド
を

賠
償
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
（
65
）。
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俳
優
の
ヒ
ュ
ー
・
グ
ラ
ン
ト
（
H
ugh
Grant）
は
、
従
前
よ
り
自
身
が
⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
被
害
者
で
あ
る
と
公
言
し
、
同
紙
を
批

判
し
て
き
た
。
彼
は
二
〇
一
一
年
四
月
、
同
紙
の
電
話
盗
聴
が
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
の
指
揮
下
で
組
織
的
か
つ
多
面
的
に
展
開
さ

れ
た
情
況
に
関
す
る
ポ
ー
ル
・
マ
ク
マ
ラ
ン
の
述
懐
を
秘
密
録
音
し
て
雑
誌
に
公
表
し
た
（
66
）。
こ
れ
を
機
に
、
彼
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
警

察
に
対
し
て
自
身
の
電
話
盗
聴
に
つ
い
て
収
集
し
た
証
拠
の
提
示
を
命
じ
る
裁
判
所
の
判
断
を
引
き
出
し
た
（
67
）。
一
方
、
彼
は
自
身
に
対
す

る
電
話
盗
聴
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
一
日
、
Ｎ
Ｉ
よ
り
実
質
的
な
賠
償
を
受
け
、
自
身
が
後
援
す
る
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
グ
ル
ー
プ
H
acked
O
ff
（
68
）に
寄
付
し
た
（
69
）。
ま
た
、
彼
は
二
〇
一
八
年
二
月
五
日
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
⽛
デ

イ
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜、⽛
サ
ン
デ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜（
Sunday
M
irror）、⽛
サ
ン
デ
ー
・
ピ
ー
プ
ル
⽜（
Sunday
People）
か
ら
も
電
話
盗
聴
被

害
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
賠
償
金
も
H
acked
O
ffに
寄
付
し
た
（
70
）。

俳
優
夫
婦
、
ジ
ュ
ー
ド
・
ロ
ウ
（
JudeLaw
）
と
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
（
SadieFrost）
も
⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
被
害
者
で
あ
る
。

二
人
は
二
〇
〇
三
年
離
婚
後
二
〇
〇
五
年
七
月
～
二
〇
〇
六
年
六
月
、
同
紙
関
係
者
に
よ
り
各
々
の
私
生
活
情
報
が
繰
り
返
し
電
話
盗
聴

さ
れ
、
同
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。
ジ
ュ
ー
ド
・
ロ
ウ
は
米
国
で
も
電
話
盗
聴
被
害
を
受
け
て
お
り
、
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
は
写
真
記
者
が
常

時
自
身
の
行
き
先
を
把
握
す
る
ほ
ど
監
視
下
に
置
か
れ
た
。
同
紙
の
二
人
に
対
す
る
反
復
的
な
私
生
活
の
監
視
と
報
道
は
、
二
人
の
離
婚

後
の
反
目
を
逆
利
用
し
た
側
面
が
強
い
。
結
局
、
二
人
の
一
連
の
被
害
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
は
二
〇
一
二
年
一
月
、
Ｎ
Ｉ
が
ジ
ュ
ー
ド
・

ロ
ウ
に
一
三
万
ポ
ン
ド
、
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
に
五
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
（
71
）。
加
え
て
、
サ
デ
ィ
・
フ
ロ
ス
ト
は
ト
リ

ニ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
・
グ
ル
ー
プ
新
聞
か
ら
も
電
話
盗
聴
の
標
的
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
は
二
〇
一
五
年
五
月
二
一
日
、
同

グ
ル
ー
プ
新
聞
に
よ
る
彼
女
に
対
す
る
電
話
盗
聴
の
事
実
（
一
九
九
九
年
～
二
〇
〇
九
年
）
を
認
め
、
二
六
万
ポ
ン
ド
の
賠
償
を
命
じ
た
（
72
）。

作
家
兼
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ス
ミ
ス
（
Joan
Sm
ith）
は
電
話
盗
聴
事
件
の
付
随
的
被
害
者
で
あ
る
。⽛
N
oW
⽜
は
二
〇
〇

三
年
～
二
〇
一
〇
年
、
彼
女
の
夫
、
デ
ニ
ス
・
マ
ク
シ
ェ
ー
ン
（
D
enisM
acShane）
元
欧
州
担
当
大
臣
に
対
し
て
電
話
盗
聴
・
監
視
を
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行
い
、
そ
の
延
長
線
上
で
彼
女
に
対
し
て
も
同
様
の
違
法
行
為
を
行
っ
た
。
結
局
、
夫
妻
の
一
連
の
被
害
を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
は
二
〇
一

二
年
二
月
、
Ｎ
Ｉ
が
彼
女
の
夫
に
三
万
二
五
〇
〇
ポ
ン
ド
、
彼
女
に
二
万
七
五
〇
〇
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
（
73
）。

ラ
グ
ビ
ー
選
手
の
ギ
ャ
ビ
ン
・
ヘ
ン
ソ
ン
（
Gavin
H
enson）
は
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
〇
六
年
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
り
電
話
盗
聴
さ
れ
た
。

特
に
、
彼
は
前
述
し
た
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
チ
ャ
ー
チ
と
交
際
し
始
め
た
直
後
の
二
〇
〇
五
年
二
月
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
が
携
帯
電
話
会

社
へ
の
ブ
ラ
ギ
ン
グ
や
彼
に
対
す
る
電
話
盗
聴
で
得
た
個
人
情
報
が
同
紙
に
集
中
的
に
掲
載
さ
れ
た
。
結
局
、
本
件
に
対
す
る
民
事
訴
訟

は
二
〇
一
二
年
一
月
、
Ｎ
Ｉ
が
四
万
ポ
ン
ド
を
賠
償
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
（
74
）。

サ
ッ
カ
ー
選
手
の
ウ
ェ
イ
ン
・
ル
ー
ニ
ー
（
W
ayneRooney）
も
二
〇
〇
六
年
一
月
～
八
月
、⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
標
的
と
な
っ

た
。
彼
は
二
〇
一
二
年
四
月
、
Ｎ
Ｉ
を
相
手
取
っ
て
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
（
75
）。

⽝
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
⽞（
H
arry
Potter）
の
作
家
、
J.K
.ロ
ー
リ
ン
グ
（
J.K
.Row
ling）
も
電
話
盗
聴
被
害
者
と
し
て
分
類
さ
れ
、

レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
の
核
心
参
加
者
（
coreparticipant）
の
権
利
が
付
与
さ
れ
た
。
た
だ
、
彼
女
に
対
す
る
電
話
盗
聴
被
害
は
明
白
に
立

証
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

最
後
に
、
逆
説
的
に
プ
レ
ス
の
内
部
関
係
者
も
電
話
盗
聴
被
害
に
遭
遇
し
た
。
特
に
、⽛
N
oW
⽜
と
競
争
関
係
に
あ
る
主
要
タ
ブ
ロ
イ

ド
紙
の
記
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
記
者
等
が
電
話
盗
聴
の
対
象
と
な
っ
た
（
76
）。

⚔

一
般

電
話
盗
聴
の
一
般
人
被
害
者
は
、
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
に
事
件
・
事
故
被
害
者
ま
た
は
そ
の
家
族
・
遺
族

等
で
あ
る
。
彼
等
は
事
件
・
事
故
に
よ
る
第
一
次
被
害
に
続
き
、
電
話
盗
聴
に
よ
る
第
二
次
被
害
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。

一
三
歳
の
少
女
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
は
二
〇
〇
二
年
四
月
、
下
校
途
中
に
失
踪
し
、
同
年
九
月
に
遺
体
で
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
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関
す
る
⽛
N
oW
⽜
の
二
〇
〇
二
年
四
月
の
報
道
に
よ
る
と
、
失
踪
直
後
彼
女
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

音
声
メ
ー
ル
が
削
除
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
当
時
彼
女
の
家
族
は
彼
女
が
ま
だ
生
存
し
て
い
た
と
誤
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
前

述
の
如
く
⽛
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
⽜
は
二
〇
一
一
年
七
月
五
日
、
他
で
も
な
い
⽛
N
oW
⽜
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
が
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
の
助

力
の
下
、彼
女
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
に
不
法
ア
ク
セ
ス
し
た
こ
と
や
、メ
ッ
セ
ー
ジ
の
貯
蔵
容
量
を
考
慮
し
て（
新
た
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
受
信
の
た
め
）
一
部
音
声
メ
ー
ル
を
削
除
し
た
こ
と
を
暴
露
し
た
。
結
局
、
Ｎ
Ｉ
は
遺
族
に
謝
罪
し
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
二
〇
〇

万
ポ
ン
ド
を
賠
償
（
慈
善
寄
付
用
で
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
を
追
加
支
給
）
す
る
こ
と
で
合
意
に
至
っ
た
（
77
）。
と
こ
ろ
が
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア

が
二
〇
一
一
年
一
一
月
、
彼
の
弁
護
士
を
通
じ
て
ミ
リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
電
話
盗
聴
事
件
に
お
け
る
音
声
メ
ー
ル
の
削
除
事
実
を
否
認
し
て

お
り
、
警
視
庁
も
同
年
一
二
月
、
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
い
て
当
該
音
声
メ
ー
ル
は
彼
女
の
携
帯
電
話
の
自
動
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
自
動
的

に
削
除
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
及
し
た
（
78
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
件
に
対
す
る
実
体
的
真
実
は
司
法
の
場
で
も
十
分
に
究
明
さ
れ
て

い
な
い
。

二
〇
〇
七
年
五
月
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
家
族
と
休
暇
中
に
失
踪
し
た
四
歳
の
女
児
、
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
マ
ッ
キ
ャ
ン
（
M
adeleineM
cCann）

の
父
母
は
電
話
盗
聴
被
害
者
と
看
做
さ
れ
る
。⽛
N
oW
⽜
は
事
件
直
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
警
察
か
ら
漏
出
さ
れ
た
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
マ
ッ
キ
ャ

ン
の
母
、
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
キ
ャ
ン
（
K
ateM
cCann）
の
私
的
日
記
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
記
者
か
ら
買
い
入
れ
て
無
断
掲
載
し
（
本
人
の
許

可
を
得
た
か
の
よ
う
に
読
者
を
誤
導
）、
娘
の
死
亡
責
任
が
夫
婦
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
報
道
を
展
開
し
た
。
夫
婦
を
犯
人
視
す
る
報

道
は
二
〇
〇
七
年
夏
～
二
〇
〇
八
年
二
月
、⽛
デ
イ
リ
ー
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
⽜（
D
aily
Express）、⽛
サ
ン
デ
ー
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
⽜（
Sunday

Express）、⽛
デ
イ
リ
ー
・
ス
タ
ー
⽜（
D
aily
Star）、⽛
デ
イ
リ
ー
・
ス
タ
ー
・
サ
ン
デ
ィ
⽜（
D
aily
StarSunday）
に
も
掲
載
さ
れ
た
が
、

夫
婦
は
二
〇
〇
八
年
三
月
、一
連
の
報
道
に
対
す
る
名
誉
毀
損
訴
訟
で
勝
訴
し
謝
罪
と
と
も
に
五
五
万
ポ
ン
ド
の
賠
償
を
受
け
た
（
79
）。
一
方
、

夫
婦
は
問
題
の
報
道
が
行
わ
れ
た
当
時
、
二
人
の
携
帯
電
話
の
音
声
メ
ー
ル
が
何
者
か
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
た
と
主
張
し
て
お
り
、
彼
等
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の
代
理
人
の
ク
レ
ラ
ン
ス
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
（
ClarenceM
itchell）
も
同
一
苦
情
を
提
起
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
夫
婦
は
レ
ベ
ソ

ン
委
員
会
の
核
心
参
加
者
の
権
利
が
認
め
ら
れ
、
証
言
等
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。

誤
認
逮
捕
歴
の
あ
る
コ
リ
ン
・
ス
タ
ッ
グ
（
Colin
Stagg）
は
二
〇
一
一
年
七
月
、
警
視
庁
の
捜
査
過
程
で
⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
電
話
盗

聴
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
80
）。
彼
は
一
九
九
三
年
ラ
シ
ェ
ル
・
ニ
ッ
ケ
ル（
RachelN
ickell）の
強
姦
致
死
嫌
疑
で
逮
捕
・

起
訴
さ
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
に
釈
放
さ
れ
た
（
二
〇
〇
八
年
、
真
犯
人
の
有
罪
判
決
確
定
後
警
察
の
公
式
謝
罪
と
約
七
〇
万
ポ
ン
ド
の
国

家
賠
償
を
受
け
た
）。
し
か
し
、
彼
は
釈
放
か
ら
六
年
後
の
二
〇
〇
〇
年
か
ら
⽛
N
oW
⽜
の
電
話
盗
聴
の
標
的
と
な
っ
た
。
当
時
、
真
犯
人

が
検
挙
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
が
集
中
さ
れ
た
中
、
電
話
盗
聴
被
害
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
。
本
件
に
対
す
る
民

事
訴
訟
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
Ｎ
Ｉ
側
の
敗
訴
で
終
結
し
た
（
81
）。

そ
の
他
、
二
〇
〇
一
年
以
降
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
や
二
〇
〇
三
年
以
降
イ
ラ
ク
戦
争
の
戦
死
者
の
親
族
、
及
び
二
〇
〇
五
年
七
月
ロ

ン
ド
ン
同
時
爆
破
テ
ロ
の
犠
牲
者
の
遺
族
の
携
帯
電
話
も
⽛
N
oW
⽜
に
よ
り
盗
聴
さ
れ
た
（
82
）。

四

海
外
に
お
け
る
余
波

電
話
盗
聴
事
件
は
、
英
国
国
内
に
止
ま
ら
ず
、
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
が
存
在
す
る
国
を
中
心
に
海
外
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
と
り
わ
け
、

Ｎ
Ｃ
の
本
拠
地
の
米
国
や
Ｎ
Ｃ
の
発
祥
地
の
豪
州
に
強
い
余
波
が
及
ん
だ
。

で
は
、
米
国
と
豪
州
に
お
け
る
電
話
盗
聴
事
件
の
余
波
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
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⚑

米
国

電
話
盗
聴
事
件
を
受
け
、
Ｎ
Ｃ
の
本
拠
地
で
あ
る
米
国
（
二
〇
〇
四
年
よ
り
豪
州
か
ら
移
転
）
に
お
い
て
は
同
様
の
事
件
の
有
無
や
法

的
対
応
の
可
否
が
注
視
さ
れ
た
。

電
話
盗
聴
事
件
が
相
次
い
で
発
覚
し
た
二
〇
一
一
年
七
月
以
降
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
（
九
・
一
一
事
件
）
被
害

者
へ
の
電
話
盗
聴
疑
惑
に
加
え
、⽛
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ポ
ス
ト
⽜（
N
ew
Y
ork
Post）、⽛
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
⽜（
W
all

StreetJournal）、⽛
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
ニ
ュ
ー
ス
⽜（
Fox
N
ew
s）
等
国
内
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
の
電
話
盗
聴
疑
惑
が
浮
上
し
た
。
そ
の
結
果
、

ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
メ
デ
ィ
ア
事
業
の
適
合
性
や
ビ
ジ
ネ
ス
慣
行
に
関
す
る
調
査
を
要
求
す
る
世
論
が
沸
騰
し
た
。
こ
の
よ
う
な

背
景
の
下
、
司
法
省
と
連
邦
捜
査
局
（
FBI）
は
二
〇
一
一
年
七
月
以
降
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
九
・
一
一
事
件
被
害
者
を
含
む
米
国
市
民
の

電
話
盗
聴
の
有
無
や
、
英
国
に
お
け
る
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
の
電
話
盗
聴
・
公
職
者
へ
の
贈
賄
嫌
疑
に
つ
き
米
国
に
拠
点
を
置
く
会
社
の
海
外

犯
罪
行
為
を
取
り
締
ま
る
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Foreign
CorruptPractices
A
ct1977）
等
の
国
内
法
の
抵
触
有
無
の
捜
査
に
着

手
し
た
（
83
）。

Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
国
内
に
お
け
る
電
話
盗
聴
被
害
は
、
時
折
主
張
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
数
年
間
ゴ
ー
ド
ン
・
テ
イ
ラ
ー
、
ミ

リ
ー
・
ダ
ウ
ラ
ー
の
遺
族
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
電
話
盗
聴
被
害
者
の
弁
護
を
受
け
持
っ
て
き
た
マ
ー
ク
・
ル
イ
ス
（
M
ark
Lew
is）

弁
護
士
は
、⽛
N
oW
⽜
に
よ
る
米
国
滞
在
者
三
人
（⽛
マ
ル
ケ
ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜
に
記
載
さ
れ
た
米
国
市
民
一
人
、
米
国
で
活
動
す
る
英
国

ス
ポ
ー
ツ
選
手
二
人
）
の
電
話
盗
聴
被
害
を
明
ら
か
に
し
た
（
84
）。
国
内
に
お
い
て
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
の
電
話
盗
聴
を
め
ぐ
る
初
め
て
の
民
事
訴

訟
は
、
女
優
の
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
ナ
・
ジ
ョ
リ
ー
（
A
ngelinaJolie）
の
代
役
（
stuntdouble）、
ユ
ー
ニ
ス
・
ハ
ッ
ト
ハ
ー
ト
（
Eunice

H
uthart）
が
二
〇
一
三
年
六
月
一
八
日
、⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
の
電
話
盗
聴
（
二
〇
〇
四
年
～
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
を
理
由
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
地
裁
に
提
訴
し
た
事
案
で
あ
る
（
85
）。
た
だ
、
同
地
裁
は
二
〇
一
四
年
五
月
二
二
日
、
裁
判
管
轄
権
等
を
理
由
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に
、
原
告
が
英
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
救
済
を
受
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
（
86
）。

結
局
、
司
法
省
は
二
〇
一
五
年
二
月
、
英
国
に
お
け
る
Ｎ
Ｃ
新
聞
の
電
話
盗
聴
・
公
職
者
へ
の
贈
賄
嫌
疑
に
つ
い
て
三
年
余
の
調
査
を

終
結
さ
せ
、
Ｎ
Ｃ
を
不
起
訴
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
87
）。
そ
の
結
果
、
Ｎ
Ｃ
は
米
国
に
お
い
て
刑
事
処
分
を
免
れ
た
が
、
新
し
い
情
報
が

明
る
み
に
出
れ
ば
、
再
捜
査
に
直
面
す
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
Ｎ
Ｃ
の
株
主
等
は
電
話
盗
聴
事
件
を
契
機
に
、
事
件
の
責
任
が
Ｎ
Ｃ
及
び
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
を
は
じ
め
と
す
る
役
員
等
に
あ
る

と
し
、
彼
等
を
相
手
取
っ
て
信
託
義
務
違
反
、
重
大
な
放
漫
経
営
、
資
産
損
失
等
証
券
取
引
法
違
反
を
理
由
に
相
次
い
で
株
主
代
表
訴
訟

（
derivativelaw
suit）
を
提
起
し
た
。
株
主
代
表
訴
訟
の
実
例
と
し
て
、
Ｎ
Ｃ
に
よ
る
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
娘
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・

マ
ー
ド
ッ
ク
（
Elisabeth
M
urdoch）
が
経
営
す
る
シ
ャ
イ
ン
社
（
ShineGroup）
の
買
収
を
め
ぐ
る
二
〇
一
一
年
三
月
⽛
デ
ラ
ウ
ェ
ア

（
D
elaw
are）
訴
訟
⽜（
同
年
七
月
、
電
話
盗
聴
事
件
を
機
に
事
件
へ
の
Ｎ
Ｃ
の
役
員
等
の
対
応
失
敗
を
も
含
む
訴
訟
に
修
正
）
が
注
目
さ

れ
る
。
本
件
は
、
裁
判
所
の
却
下
決
定
を
目
指
す
マ
ー
ド
ッ
ク
親
子
の
働
き
か
け
が
続
い
た
（
88
）中
、
結
局
、
原
告
等
と
現
金
（
一
億
三
九
〇

〇
万
ド
ル
）
決
済
方
式
に
よ
り
合
意
に
至
っ
た
（
89
）。

⚒

豪
州

電
話
盗
聴
事
件
を
契
機
に
、
Ｎ
Ｃ
の
発
祥
地
で
あ
り
、
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
が
市
場
支
配
的
地
位
に
あ
る
豪
州
に
お
い
て
も
同
様
の
事
件
の

有
無
が
問
わ
れ
た
他
、
関
連
法
制
改
革
が
行
わ
れ
た
。

ま
ず
、
国
内
Ｎ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
の
電
話
盗
聴
等
違
法
行
為
疑
惑
が
提
起
さ
れ
た
。
例
え
ば
、⽛
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ン
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

レ
ビ
ュ
ー
⽜（
A
ustralian
FinancialReview
）
は
四
年
間
の
調
査
を
経
て
二
〇
一
二
年
三
月
、
Ｎ
Ｃ
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
、
ニ
ュ
ー

ス
・
デ
ー
タ
コ
ム
・
シ
ス
テ
ム
（
N
ew
sD
atacom
System
s）
が
一
九
九
〇
年
代
中
盤
、
ラ
イ
バ
ル
局
に
対
し
て
海
賊
行
為
（
元
警
察
官
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と
情
報
員
で
構
成
さ
れ
た
社
内
秘
密
組
織
が
ハ
イ
テ
ク
を
駆
使
）を
し
た
疑
惑
を
提
起
し
た
（
90
）。
Ｎ
Ｃ
は
一
連
の
疑
惑
を
強
く
否
定
し
た
が
、

疑
義
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

次
に
、
電
話
盗
聴
事
件
は
、
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
ビ
ジ
ネ
ス
慣
行
へ
の
疑
念
を
強
め
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
制
改
革
を
後
押
し
し

た
。
豪
州
政
府
は
、
英
国
に
お
い
て
電
話
盗
聴
事
件
が
表
面
化
す
る
数
年
前
か
ら
既
存
の
法
制
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
重
大
な
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
等
へ
の
対
応
策
の
議
論
を
始
め
た
が
、
電
話
盗
聴
事
件
が
勃
発
し
た
こ
と
を
機
に
速
や
か
に
法
制
改
革
を
断
行
し
た
。
す
な
わ

ち
、
既
存
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
（
Privacy
A
ct1988）
を
改
め
（
Privacy
A
ct2014）、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
対
策
を
大
幅
に
強
化
し
た
（
91
）。

一
方
、
政
府
は
二
〇
一
一
年
九
月
、
メ
デ
ィ
ア
と
メ
デ
ィ
ア
規
制
に
関
す
る
独
立
調
査
委
員
会
、
フ
ィ
ン
ケ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン

（
Finkelstein）
委
員
会
を
設
置
し
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
際
し
、
既
存
の
メ
デ
ィ
ア
倫
理
綱
領
の
実
効
性
、
技
術
革
新
が
メ
デ
ィ
ア
の
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
に
及
ぼ
す
影
響
、
プ
レ
ス
自
主
規
制
機
関
、
プ
レ
ス
評
議
会
（
A
ustralian
PressCouncil）
の
独
立
性
・
実
効
性
の
強
化
策

等
に
関
す
る
調
査
を
依
頼
し
た
（
92
）。
フ
ィ
ン
ケ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
委
員
会
は
依
頼
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
調
査
を
経
て
二
〇
一
二
年
二
月
、
プ

レ
ス
評
議
会
は
勿
論
、
放
送
・
オ
ン
ラ
イ
ン
規
制
機
関
、
通
信
メ
デ
ィ
ア
庁
（
A
ustralian
Com
m
unicationsand
M
ediaA
uthority）

の
一
部
機
能
を
吸
収
統
合
し
た
新
し
い
法
定
の
メ
デ
ィ
ア
横
断
的
独
立
規
制
機
関
、
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
評
議
会
（
N
ew
s
M
edia

Council）
の
創
設
勧
告
（
93
）等
を
盛
り
込
ん
だ
報
告
書
を
政
府
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
、
政
府
は
二
〇
一
三
年
三
月
、
プ
レ
ス
と
オ
ン
ラ
イ
ン

ニ
ュ
ー
ス
提
供
者
の
自
主
規
制
を
強
化
・
改
善
す
べ
く
、
法
律
に
基
づ
く
自
主
規
制
機
関
の
確
立
を
盛
り
込
ん
だ
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ
ア
自

主
規
制
法
案
（
N
ew
sM
edia(Self-Regulation)Bill2013）
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
同
法
案
は
プ
レ
ス
の
自
由
が
阻
害
さ
れ
る
恐
れ

が
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
、
議
会
で
否
決
さ
れ
た
た
め
、
既
存
の
プ
レ
ス
評
議
会
体
制
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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五

小
結

⚑

電
話
盗
聴
の
倫
理
的
・
法
的
問
題

新
聞
の
電
話
盗
聴
等
邪
悪
な
情
報
収
集
行
為
は
、
そ
の
隠
密
性
・
密
行
性
の
故
に
長
年
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
た
が
、
主
に
⽛
ガ
ー
デ
ィ

ア
ン
⽜
の
ニ
ッ
ク
・
デ
イ
ビ
ス
記
者
の
不
屈
の
調
査
報
道
に
よ
り
一
挙
に
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
た
。
数
千
人
の
内
密
情
報
が
、
主
要
タ
ブ

ロ
イ
ド
紙
に
よ
る
電
話
盗
聴
を
は
じ
め
ブ
ラ
ギ
ン
グ
、
ピ
ニ
ン
グ
等
い
わ
ゆ
る
⽛
デ
ジ
タ
ル
監
視
⽜
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
連
の
事
件
は
、
今
日
デ
ジ
タ
ル
機
器
が
も
た
ら
し
た
利
便
性
の
裏
に
潜
む
外
部
か
ら
の
日
常
的
な
監
視
の
危
険
性

を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
プ
レ
ス
の
電
話
盗
聴
等
に
よ
る
取
材
は
、
公
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
プ
レ
ス
倫
理
に
反
す
る
。
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
プ
レ

ス
の
倫
理
規
範
で
あ
る
倫
理
綱
領
（
Editors̓
Code
ofPractice）
の
一
九
九
三
年
三
月
改
正
で
⽛
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
⽜
項
目
と
は
別
途
に

⽛
盗
聴
装
置
⽜
項
目
を
設
け
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
盗
聴
器
の
使
用
や
私
的
電
話
の
通
話
の
傍
受
に
よ
り
資
料
を
収
集
・
公
表
す
る
行
為
に

つ
き
公
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
禁
止
し
た
。
そ
の
後
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
〇
四
年
六
月
同
綱
領
改
正
で
⽛
盗
聴
装
置
⽜
項
目
を

⽛
秘
密
装
置
と
欺
瞞
⽜
に
拡
充
し
、
プ
レ
ス
が
資
料
を
収
集
・
公
表
す
る
手
段
と
し
て
①
監
視
カ
メ
ラ
・
盗
聴
器
の
使
用
、
②
私
的
・
携
帯

電
話
の
通
話
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
電
子
メ
ー
ル
の
傍
受
、
③
文
書
・
写
真
の
無
断
削
除
（
④
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
個
人
情
報
へ
の
無
断
ア
ク

セ
ス
（
二
〇
〇
七
年
八
月
改
正
で
追
加
））
に
つ
き
公
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
詐
称
・
欺
瞞
（
代
理
人
・

仲
介
人
に
よ
る
も
の
を
含
む
（
同
改
正
で
追
加
））
に
つ
き
公
益
に
よ
っ
て
の
み
、
ま
た
他
の
手
段
に
よ
り
資
料
収
集
が
で
き
な
い
と
き
に

の
み
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
現
在
、⽛
秘
密
装
置
と
欺
瞞
⽜規
定
は
、Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
後
身
、独
立
プ
レ
ス
基
準
機
構（
Independent

PressStandardsO
rganisation,IPSO
）
体
制
下
の
倫
理
綱
領
一
〇
条
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、⽛
N
oW
⽜
に
代
表
さ
れ
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る
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
が
駆
使
し
た
電
話
盗
聴
等
は
、
情
報
収
集
の
手
段
・
方
法
の
相
当
性
は
元
よ
り
、
そ
の
目
的
の
正
当
性
（
公
益
目
的
）

を
欠
く
た
め
、
プ
レ
ス
業
界
自
ら
が
確
立
し
た
プ
レ
ス
倫
理
綱
領
に
反
す
る
。

次
に
、
プ
レ
ス
の
電
話
盗
聴
等
に
よ
る
取
材
は
、
公
益
の
抗
弁
（
publicinterestdefences）
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
法
令
に
違
背

す
る
（
94
）。
英
国
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
一
般
法
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
欧
州
人
権
条
約
（
European
Convention
on
H
um
an

Rights）
の
実
体
規
定
を
国
内
法
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
人
権
法
（
H
um
an
RightsA
ct1998）
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
規
定
し
て

い
る
こ
と
を
は
じ
め
、
前
述
し
た
調
査
権
限
規
制
法
、
デ
ー
タ
保
護
法
等
複
数
の
刑
事
法
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
関
連
侵
害
に
刑
罰
を
科
す
一

方
、
民
事
裁
判
法
理
に
よ
り
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
救
済
手
段
が
確
立
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
欧
州
人
権
条
約
八
条
（
私
生
活
及
び
家
族

生
活
の
尊
重
（
95
））
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
強
い
保
護
を
謳
っ
て
い
る
が
、
英
国
の
裁
判
所
は
人
権
法
の
施
行
と
同
時
に
同
規
定
の
影
響
を
受
け

て
い
る
。⽛
N
oW
⽜
に
代
表
さ
れ
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
が
駆
使
し
た
電
話
盗
聴
等
は
、
同
規
定
の
趣
旨
や
無
断
盗
聴
行
為
を
禁
じ
る
個
別
法

規
（
調
査
権
限
規
制
法
、
デ
ー
タ
保
護
法
等
）
に
立
脚
す
れ
ば
、
基
本
的
に
法
的
保
護
の
範
囲
外
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
取
材
行
為
は
、

表
現
の
自
由
と
の
調
和
の
観
点
か
ら
欧
州
人
権
条
約
一
〇
条
（
表
現
の
自
由
（
96
））
の
趣
旨
や
デ
ー
タ
保
護
法
上
の
免
罰
事
由
等
を
勘
案
し
て

も
、
そ
の
目
的
の
正
当
性
（
公
益
目
的
）
が
否
定
さ
れ
る
た
め
、
法
的
責
任
は
避
け
ら
れ
な
い
。

結
局
、⽛
N
oW
⽜
を
中
心
に
電
話
盗
聴
事
件
に
関
わ
っ
た
新
聞
は
、
倫
理
的
・
社
会
的
・
法
的
制
裁
に
直
面
し
た
。
ま
た
、
プ
レ
ス
業
界

は
プ
レ
ス
倫
理
制
度
の
再
編
（
プ
レ
ス
規
制
機
関
の
刷
新
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

⚒

電
話
盗
聴
事
件
の
背
後

⽛
N
oW
⽜
を
含
む
主
に
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
の
電
話
盗
聴
に
代
表
さ
れ
る
前
代
未
聞
の
邪
悪
な
情
報
収
集
慣
行
は
、
英
国
主
流
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
腐
敗
状
況
を
如
実
に
表
す
（
97
）。
電
話
盗
聴
事
件
を
⽛
ハ
ッ
ク
ゲ
ー
ト
⽜（
hackgate）、
ま
た
は
そ
の
頂
点
に
君
臨
す
る
ル
パ
ー
ト
・
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マ
ー
ド
ッ
ク
に
例
え
て
⽛
マ
ー
ド
ッ
ク
ゲ
ー
ト
⽜
と
称
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
比
喩
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
重
大
な
危
機
を
含

蓄
し
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
腐
敗
は
民
主
主
義
の
危
機
に
他
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
腐
敗
す
れ
ば
、
国
民
の
知
識
・
情

報
の
質
的
低
下
を
招
き
、
畢
竟
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、⽛
N
oW
⽜
等
が
電
話
盗
聴
を
は
じ
め
と
す
る
非
倫
理
的
か
つ
違
法
な
情
報
収
集
行
為
も
辞
さ
な
か
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
。
そ
れ
は
基
本
的
に
、
今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
台
頭
等
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
生
態
系
（
m
ediaecology）
の
構
造
変
化
に
伴
い
、
新

聞
が
直
面
し
て
い
る
経
営
悪
化
に
あ
ろ
う
。
近
年
、
英
国
の
新
聞
は
、
発
行
部
数
の
減
少
が
著
し
く
（
98
）、
広
告
市
場
の
縮
減
に
よ
り
熾
烈
な

競
争
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
を
中
心
に
競
争
優
位
を
獲
得
す
べ
く
、
商
業
ベ
ー
ス
の
本
末
転
倒
の
特
ダ
ネ
主

義
に
耽
溺
し
、
取
材
手
段
を
問
わ
な
い
慣
行
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
聞
に
限
ら
ず
、
放
送
等
他
の
媒
体
も
熾

烈
な
競
争
環
境
下
に
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
電
話
盗
聴
事
件
を
単
に
イ
エ
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
yellow

journalism
）の
表
れ
と
し
て
把
握
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、自
社
所
属
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
が
違
法
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
チ
ェ
ッ

ク
・
監
督
す
る
新
聞
企
業
の
統
治
・
管
理
、
す
な
わ
ち
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
corporategovernance）
の
機
能
不
全
を
疑
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

実
際
、
違
法
行
為
が
常
態
化
し
て
い
た
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
⽛
N
oW
⽜
と
⽛
サ
ン
⽜
に
お
い
て
は
、
監
督
者
の
立
場
に
あ
っ
た
編
集
幹
部
が
直

接
的
・
間
接
的
に
違
法
行
為
に
加
担
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、⽛
N
oW
⽜
は
管
理
（
m
anegem
ent）
と
法
令
遵
守
（
com
pliance）
シ
ス

テ
ム
が
失
敗
し
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
尊
厳
の
尊
重
に
欠
け
て
い
た
（
99
）。
メ
デ
ィ
ア
帝
国
の
最
高
権
力
者
ル
パ
ー
ト
・
マ
ー
ド
ッ
ク
主

導
の
業
績
重
視
の
企
業
文
化
（
100
）の
下
、
編
集
幹
部
の
彼
に
対
す
る
忠
誠
心
や
過
度
な
功
名
心
が
取
材
・
報
道
活
動
に
お
け
る
注
意
・
確
認
義

務
等
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
機
能
不
全
に
至
ら
し
め
、そ
の
部
下
等
の
違
法
行
為
の
誘
導
ま
た
は
幇
助
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
新
聞
は
違
法
行
為
の
遂
行
に
当
た
り
、
電
話
盗
聴
の
専
門
要
員
で
あ
る
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
等
の
私
立
探
偵
も
動
員
し
た
。
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捜
査
当
局
が
摘
発
し
た
⽛
N
oW
⽜
等
の
犯
行
の
起
点
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
遡
る
。
し
か
し
、
同
紙
は
そ
れ
以
前
か
ら
ル
パ
ー
ト
・

マ
ー
ド
ッ
ク
の
督
励
を
受
け
、
ラ
イ
バ
ル
紙
に
対
抗
す
る
た
め
に
度
々
違
法
な
取
材
行
為
を
働
い
て
き
た
（
101
）こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

犯
罪
報
道
記
者
協
会
の
ジ
ェ
フ
・
エ
ド
ワ
ー
ズ
（
JeffEdw
ards）
会
長
が
同
紙
の
犯
罪
担
当
記
者
で
あ
っ
た
一
九
八
〇
年
代
前
半
当
時
、

公
職
者
へ
の
金
銭
支
給
を
拒
ん
だ
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
（
102
）事
実
は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｎ
Ｉ
傘
下
の
新
聞
で
は
い
わ
ゆ
る
小
切

手
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
文
化
が
か
な
り
前
か
ら
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
報
道
機
関
と
し
て
の
Ｎ
Ｉ
の
著
し
い
逸
脱
に
鑑
み
、
そ
の
親
企
業
、
Ｎ
Ｃ
を
歴
史
上
最
も
非
倫
理
的
な
メ
デ
ィ
ア
企
業

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（
103
）。

一
方
、
電
話
盗
聴
事
件
の
背
景
が
、
興
味
本
位
の
煽
情
主
義
（
sensationalism
）
を
主
武
器
と
す
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
紙
の
商
業
至
上
主
義

や
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
機
能
不
全
に
あ
る
に
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
フ
ァ
ク
ト
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
Ｎ
Ｉ
側
が
、

電
話
盗
聴
事
件
の
原
捜
査
に
お
い
て
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
と
私
立
探
偵
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
が
逮
捕
さ
れ
た
二
〇
〇
六
年
八
月
以
来
、

二
〇
一
一
年
七
月
に
至
る
ま
で
⽛
一
不
良
記
者
の
仕
業
⽜
抗
弁
に
終
始
し
、
組
織
ぐ
る
み
の
犯
行
を
否
認
し
た
こ
と
に
対
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は

こ
の
見
解
を
追
認
し
、
警
察
も
二
〇
一
一
年
捜
査
再
開
ま
で
原
捜
査
失
敗
を
顧
み
る
機
会
を
事
実
上
黙
殺
し
て
犯
罪
を
放
置
し
て
き
た
。

そ
の
間
、
保
守
党
は
二
〇
〇
七
年
五
月
、
結
果
的
に
犯
罪
者
の
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
を
報
道
官
に
起
用
し
た
一
方
、
警
視
庁
は
二

〇
〇
九
年
一
〇
月
、
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
を
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
雇
用
し
た
。

こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
、
電
話
盗
聴
事
件
を
総
合
的
・
全
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
Ｎ
Ｃ
や
Ｎ
Ｉ
の

権
力
（
政
治
家
・
警
察
）
と
の
関
係
に
関
す
る
究
明
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
章
で
詳
述
す
る
。

（
⚑
）
英
国
の
新
聞
は
、
大
き
く
高
級
紙
の
ブ
ロ
ー
ド
シ
ー
ト
（
broadsheet）
紙
と
大
衆
紙
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
（
tabloid）
紙
に
分
類
で
き
、
さ
ら
に
後
者
は
ミ
ッ

北研 55 (1・140) 140

論 説

北研 55 (1・141) 141

英国における電話盗聴事件の考察（一）



ド
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
m
id-m
arket）
紙
と
レ
ッ
ド
・
ト
ッ
プ
（
red-top）
紙
に
細
分
で
き
る
。
現
在
、
高
級
紙
に
は
、⽛
タ
イ
ム
ズ
⽜（
T
heT
im
es）、⽛
ガ
ー

デ
ィ
ア
ン
⽜（
T
heGuardian）、⽛
テ
レ
グ
ラ
フ
⽜（
T
heT
elegraph）
等
、
ミ
ッ
ド
マ
ー
ケ
ッ
ト
紙
に
は
⽛
デ
イ
リ
ー
・
メ
ー
ル
⽜（
D
aily
M
ail）、⽛
デ
イ

リ
ー
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
⽜（
D
aily
Express）
等
、
レ
ッ
ド
・
ト
ッ
プ
紙
に
は
、⽛
サ
ン
⽜、⽛
デ
イ
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜（
D
aily
M
irror）、⽛
デ
イ
リ
ー
・
ス
タ
ー
⽜

（
D
aily
Star）
等
が
あ
る
。

（
⚒
）
分
社
化
に
よ
り
、
新
Ｎ
Ｃ
は
旧
Ｎ
Ｃ
の
新
聞
・
出
版
部
門
、
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
旧
Ｎ
Ｃ
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
（
映
画
、
放
送
等
）
部
門
を
担

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
21
世
紀
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
映
画
・
テ
レ
ビ
部
門
は
二
〇
一
九
年
三
月
、
米
メ
デ
ィ
ア
・
娯
楽
大
手
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・

カ
ン
パ
ニ
ー
（
W
altD
isney
Com
pany）
に
よ
り
買
収
さ
れ
た
。

（
⚓
）
メ
デ
ィ
ア
の
自
由
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
Jan
O
ster,M
edia
Freedom
as
a
Fundam
ental
R
ight
(Cam
bridge
U
niversity
Press,2015),

145-267
参
照
。

（
⚔
）
N
ick
D
avies,FlatE
arth
N
ew
s:A
n
A
w
ard-w
inning
R
eporter
E
xposes
Falsehood,D
istortion
and
Propaganda
in
the
G
lobalM
edia

(London:V
intage
Books,2008),259-286.

（
⚕
）
EU
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
EU
GeneralD
ata
Protection
Regulation
(EU
)
2016/679）
の
制
定
に
伴
い
、
従
前
の
デ
ー
タ
保
護
法
（
D
ata

Protection
A
ct1998）
を
改
め
た
も
の
。

（
⚖
）
Rory
Cellan-Jones,̒Phone
hacking:A
re
you
safe?̓,BBC
(12
July
2011).

（
⚗
）
H
ouse
ofCom
m
onsH
om
e
A
ffairsCom
m
ittee,U
nauthorised
tapping
into
orhacking
ofm
obilecom
m
unications,T
hirteenth
R
eportof

Session
2010-12
(H
C
907,19
July
2011),47-50.

（
⚘
）
①
個
人
デ
ー
タ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
学
問
・
芸
術
・
文
学
作
品
の
公
表
を
目
的
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
、
②
デ
ー
タ
管
理
者
が
表
現
の
自
由
に
お
け

る
公
益
の
特
別
な
重
要
性
を
特
に
考
慮
し
、
当
該
公
表
が
公
益
に
適
う
と
合
理
的
に
信
ず
る
こ
と
。

（
⚙
）
①
犯
罪
の
予
防
・
捜
査
に
必
要
な
場
合
、
②
法
令
ま
た
は
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
要
求
・
許
可
さ
れ
た
場
合
、
③
公
益
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
特
定
の
状

況
の
場
合
、
④
個
人
デ
ー
タ
を
取
得
・
開
示
・
周
旋
す
る
法
律
上
の
権
利
を
保
有
し
て
い
る
と
合
理
的
に
信
じ
て
行
動
し
た
場
合
、
⑤
デ
ー
タ
管
理
者
が
個

人
デ
ー
タ
の
取
得
・
開
示
・
周
旋
行
為
及
び
そ
の
状
況
を
知
っ
て
い
れ
ば
、そ
の
者
の
同
意
を
得
た
で
あ
ろ
う
と
合
理
的
に
信
じ
て
行
動
し
た
場
合
、⑥
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
・
学
問
・
芸
術
・
文
学
作
品
の
公
表
を
目
的
と
し
て
行
動
し
た
場
合
。

（
10
）
Gerry
H
olt,̒Gordon
Brow
n
allegations:W
hatis
blagging?̓,BBC
(12
July
2011).

（
11
）
Inform
ation
Com
m
issioner̓s
O
ffice,W
hatprice
privacy?:T
he
unlaw
fultrade
in
confidentialpersonalinform
ation
(T
SO
,10
M
ay
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2006),17-19;Inform
ation
Com
m
issioner̓sO
ffice,W
hatpriceprivacynow
?:T
hefirstsixm
onthsprogressin
haltingtheunlaw
fultradein

confidentialpersonalinform
ation
(T
SO
,13
D
ecem
ber
2006),5,8.

（
12
）
T
om
W
atson
and
M
artin
H
ickm
an,D
ialM
for
M
urdoch:N
ew
sCorporation
and
the
Corrupt(Penguin
Books,2012),27-32.

（
13
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
⽛
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
⽜
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ザ
ー
ロ
ー
（
John
W
itherow
）
編
集
長
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
一
・

一
七
）。

（
14
）
M̒
obile
p̒inging̓
claim
raises
legalquestions̓,BBC
(14
July
2011).

（
15
）
レ
ベ
ソ
ン
委
員
会
に
お
け
る
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
の
ス
ー
・
エ
イ
カ
ー
ズ
（
Sue
A
kers）
警
視
監
補
の
口
頭
証
言
（
二
〇
一
二
・
二
・
二
七
）。

（
16
）
⽛
N
oW
⽜
に
よ
り
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
六
年
に
雇
用
さ
れ
、
多
数
の
電
話
盗
聴
を
実
行
し
て
高
額
報
酬
（
年
間
報
酬
一
〇
万
ポ
ン
ド
）
を
得
た
。

（
17
）
し
か
し
、
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
犯
行
は
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
警
視
庁
は
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
の
検

挙
当
時
、
彼
が
作
成
し
た
王
室
、
政
官
界
、
芸
能
・
ス
ポ
ー
ツ
界
、
言
論
界
等
の
人
物
三
八
七
〇
人
の
盗
聴
リ
ス
ト
及
び
電
話
番
号
等
（
携
帯
電
話
約
四
〇

〇
〇
件
、
固
定
電
話
約
五
〇
〇
〇
件
、
ピ
ン
コ
ー
ド
九
一
件
）、
録
音
記
録
、
協
力
記
者
名
を
含
む
一
万
一
〇
〇
〇
頁
に
及
ぶ
ノ
ー
ト
、
い
わ
ゆ
る
⽛
マ
ル
ケ

ア
・
フ
ァ
イ
ル
⽜（
M
ulcaire
file）
を
押
収
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
封
印
し
た
経
緯
が
あ
る
。

（
18
）
し
か
し
、
①
ク
ラ
イ
ブ
・
グ
ッ
ド
マ
ン
は
、
自
身
の
行
為
（
電
話
盗
聴
）
は
⽛
N
oW
⽜
の
複
数
の
幹
部
の
指
示
の
下
行
わ
れ
た
と
主
張
し
、
不
当
解
雇
を

理
由
に
提
訴
し
、
②
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
も
提
訴
す
る
構
え
を
見
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｎ
Ｉ
は
秘
密
裏
に
示
談
金
（
①
二
四
万
ポ
ン
ド
、
②
八
万
五
〇
〇

〇
ポ
ン
ド
）
提
示
し
て
解
決
を
図
り
つ
つ
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
の
訴
訟
代
理
人
に
も
訴
訟
費
用
（
二
五
万
ポ
ン
ド
）
を
支
払
っ
た
。
H
einzD
uthel,R
upert

M
urdoch:T
he
Politico
M
edia
Com
plex
M
ogul(CreateSpace
IndependentPublishing
Platform
,2011),345.

（
19
）
Press
Com
plaints
Com
m
ission,Subm
ission
to
the
Culture,M
edia
and
SportSelectCom
m
ittee
(February
2003),56.

（
20
）
N
ick
D
avies,H
ack
A
ttack:H
ow
the
truth
caughtup
w
ith
R
upertM
urdoch
(London:V
intage
Books,2015),76-103.

（
21
）
Graem
e
M
cLagan,̒
Journalists
caught
on
tape
in
police
bugging̓
,T
he
G
uardian,Septem
ber
21,2002;Chris
H
astings
and
D
avid

Bam
ber,̒H
ow
tabloids
bug
phone
lines
to
geta
story̓
,T
he
T
elegraph
(15
D
ecem
ber
2002).

（
22
）
N
ick
D
avies,n
(20)above,14;M
alcolm
D
ean,D
em
ocracyU
nderA
ttack:H
ow
theM
ediaD
istortPolicyand
Politics(T
hePolicy
Press,

2013),421-423.

（
23
）
H
ouse
ofCom
m
ons
Culture,M
edia
and
SportCom
m
ittee,Privacy
and
m
edia
intrusion,Fifth
R
eportofSession
2002-03
V
olI(H
C

458-I,21
M
ay
2003),36.
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（
24
）
D
avid
H
encke,M
ark
W
atts,M
artin
H
ickm
an
and
A
lex
V
arley-W
inter,̒T
ranscript:RupertM
urdoch
recorded
atm
eeting
w
ith
Sun

staff̓,E
xaro
(3
July
2013).

（
25
）
一
連
の
電
話
盗
聴
事
件
発
覚
後
、
下
院
文
化
委
員
会
の
公
聴
会
に
お
け
る
⽛
N
oW
⽜
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
前
編
集
長
が
証
言
し
た
（
二
〇
一
一
・

七
・
一
九
）
よ
う
に
、
新
聞
に
よ
る
私
立
探
偵
の
活
用
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。

⽛
N
oW
⽜
が
動
員
し
た
私
立
探
偵
は
、
グ
レ
ン
・
マ
ル
ケ
ア
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ホ
イ
ッ
ト
モ
ア
以
外
に
も
相
当
数
い
た
が
、
と
り
わ
け
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
リ
ー
ズ

（
Jonathan
Rees）
の
存
在
が
大
き
い
。
彼
は
同
僚
探
偵
ダ
ニ
エ
ル
・
モ
ー
ガ
ン
（
D
anielM
organ）
を
殺
害
し
た
嫌
疑
で
一
九
八
七
年
以
降
二
〇
年
余
に

わ
た
り
数
回
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
が
（
毎
回
証
拠
不
十
分
で
釈
放
さ
れ
た
が
、
一
角
で
は
ダ
ニ
エ
ル
・
モ
ー
ガ
ン
が
当
時
警
察
の
腐
敗
に
関
す
る
証
拠
の
リ
ー

ク
の
た
め
殺
害
さ
れ
た
と
看
做
し
、
警
察
が
殺
害
に
関
与
し
た
事
実
の
発
覚
を
恐
れ
て
意
図
的
に
不
利
な
証
拠
を
隠
蔽
し
た
と
い
う
強
い
疑
惑
が
提
起
さ
れ

て
い
る
）、
別
件
で
二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
〇
五
年
服
役
し
た
。
彼
は
、
服
役
前
七
年
間
⽛
N
oW
⽜
の
私
立
探
偵
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
こ
と
に
続
き
、
服
役
後
二

〇
〇
五
年
ア
ン
デ
ィ
ー
・
コ
ー
ル
ソ
ン
に
よ
っ
て
再
雇
用
さ
れ
た
他
、⽛
デ
イ
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜
や
⽛
サ
ン
デ
ー
・
ミ
ラ
ー
⽜（
Sunday
M
irror）
で
も
働
い

た
。
彼
は
他
人
の
秘
密
情
報
を
探
知
す
る
専
門
家
を
雇
い
、
堕
落
し
た
警
察
官
を
懐
柔
す
る
一
方
、
ブ
ラ
ギ
ン
グ
に
よ
り
公
共
機
関
、
電
話
会
社
、
銀
行
等

か
ら
収
集
し
た
個
人
情
報
を
⽛
N
oW
⽜
に
提
供
し
て
高
額
報
酬
（
年
間
一
五
万
ポ
ン
ド
）
を
得
た
。
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⽜
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Ｎ
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ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
（
John
Y
ates）
警
視
監
の
答
弁
（
二
〇
〇
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N
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ew
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T
im
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（
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D
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hacking
approved
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N
ew
s
ofthe
W
orld
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new
files̓,T
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G
uardian
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D
ecem
ber
2010).
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Ｎ
Ｃ
か
ら
高
額
報
酬
（
一
〇
八
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。
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ル
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ス
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ブ
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総
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N
oW
⽜
退
職
後
Ｐ
Ｒ
会
社
を
経
営
し
て
い
た
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
を
自
身
の
裁
可
下
で
二
〇
〇
九
年
一
〇

月
よ
り
一
年
間
警
視
庁
戦
略
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
雇
用
し
、
二
〇
一
一
年
前
半
数
か
月
間
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
が
関
わ
っ
て
い

た
高
級
健
康
管
理
施
設
を
無
料
で
利
用
し
た
疑
惑
、
ジ
ョ
ン
・
イ
エ
ー
ツ
警
視
監
は
二
〇
〇
九
年
六
月
ネ
イ
ル
・
ウ
ォ
リ
ス
の
娘
の
警
視
庁
採
用
に
関
与
し

た
疑
惑
が
あ
る
。

（
43
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T
he
Leveson
Inquiry,A
n
Inquiry
into
the
Culture,Practicesand
E
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PressV
olII(H
C
780-II,N
ovem
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M
artin
M
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W
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acked?:A
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the
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G
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（
50
）
デ
ビ
ッ
ト
・
ミ
ル
ズ
は
、
イ
タ
リ
ア
最
高
裁
か
ら
公
訴
時
効
を
理
由
に
懲
役
刑
は
免
れ
た
が
、
イ
タ
リ
ア
総
理
府
の
名
誉
失
墜
を
理
由
に
二
五
万
ユ
ー
ロ

の
罰
金
が
科
さ
れ
た
（
二
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一
〇
・
二
・
二
五
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he
G
uardian
(12
M
ay
2011).

（
53
）
A
m
elia
H
ill,̒Phone
hacking:Lord
Prescottw
ins
high
courtbid
to
challenge
M
et̓,T
he
G
uardian
(23
M
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あ
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ャ
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above,31.

（
77
）
M̒
urdoch
confirm
s
D
ow
lers
to
receive
£2m
over
hacking̓
,BBC
(21
O
ctober
2011).
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